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１ 策定の趣旨 

 本市では、平成３０年（２０１８）３月に「第２期八代市教育振興基本計画」（以下「第２期計画」とい

う。）を策定し、「やつしろの絆でつむぐ心豊かな人づくり」の実現のため、この４年間に総合的かつ計画

的に取り組む教育委員会所管の施策を示し、推進してきました。 

近年、グローバル化や少子高齢化が加速する中、ＳＤＧｓ※１の理念に沿った持続可能な社会の実現

という視点が求められるようになり、技術革新（ＩｏＴやＡＩ等）の急速な進展によるデジタル化社会の到来

など、社会情勢は大きく変化してきています。また、最近では新型コロナウイルス感染症拡大により、私

たちは日常生活において、様々な制約や自粛を余儀なくされています。さらに、令和２年７月豪雨により

人命が奪われるなどの甚大な被害を受け、災害時における避難行動などの災害教育の重要性が改め

て浮彫りになりました。 

こうした中、国においては「第３期教育振興基本計画」が平成３０年（２０１８）６月に閣議決定され、熊

本県においては令和３年（２０２１）３月、「第３期くまもと『夢への架け橋』教育プラン」が策定されました。

それらを踏まえ、本市の第２期計画における取組を振り返るとともに、本市が目指す教育の姿の実現に

向け、八代ならではの特色ある施策の重点的な推進など、今後４年間の施策の方向性を示すために、

「第３期八代市教育振興基本計画」（以下「本計画」という。）を策定するものです。 

 

２ 計画の位置付け 

（１）法的な位置付け 

  本計画は教育基本法第１７条第２項に基づき策定するもので、国や県の教育振興基本計画を参

考にし、本市の実情に応じた教育の振興のための基本的な計画とします。 

（２）本市の関連計画との関係 

第２次八代市総合計画第２期基本計画に示す教育分野の施策をより具体化する計画です。 

   また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３に基づき、市長において策定された

「八代市教育大綱」の内容を尊重しています。 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

 本計画の期間は「第２次八代市総合計画第２期基本計画（令和４年度～令和７年度）」との整合性

を図るため、令和４年度から令和７年度までとします。 
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八代市総合計画              

八代市教育振興基本計画              

八代市教育大綱              

（用語解説） 
※1 SDGｓ：Sustainable Development Goals の略。２０１５年の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標」という意味で２０３０年 

までに達成するために掲げた１７の目標のこと。 
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第２期計画 
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総合計画後期基本計画 
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第１期基本計画 

第１期計画 第２期計画 

第２期 第１期 

第３期計画 

第２次総合計画 
第２期基本計画 

第３期計画 

第３期 

 

第１章 計画の策定に当たって 

(
く
ま
も
と 助
夢
へ
の
懸
け
橋
努
教
育
プ
ラ
ン)

 
県:
第
３
期
教
育
振
興
基
本
計
画 

国:

第
３
期
教
育
振
興
基
本
計
画 

八代市教育大綱 
※総合教育会議において、市長と教育委員会が協議・調整し、市長が策定 

八代市教育振興基本計画 
※教育委員会が策定 八代市総合計画基本計画に示す教育分野の施策をより具体化 

第２期基本計画 

第２次八代市総合計画 

基本構想 
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第２章 教育を取り巻く社会状況とこれまでの取組状況 
 

１ 教育を取り巻く社会状況 

（１）人口減少と少子高齢化 

■全国の人口は、２００８年（H２０）をピークに減少局面に入り、本格的な人口減少社会の到来が確

認されました。本市の人口は、令和２年（２０２０）の１２３，０６７人から、２０４０年には約９７,８００人

まで減少が進むと予測されており、更に２０６０年における人口は７６，７００人と現状の約６割程度

に減ると推計されています。（出典：「第２期八代市人口ビション」（令和３年３月）） 

■本市の高齢化率は２０４０年には約３８％が高齢者となることが見込まれます。一方、７～１５歳の

人口は、令和元年度の９，２６２人から令和２５年には６，２８３人と約３２％減ると推計されており、

少子高齢化は避けられず、生産年齢人口の減少とともに、経済規模の縮小や税収の減少、社会

保障費の増大等、市民生活に様々な影響を及ぼすことが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（２）家族形態や子育て環境の変容 

■一人世帯や夫婦のみの世帯の増加により、全国・本市ともに１世帯当たりの人数は減少傾向にあ

り、このような家族形態の変容は、価値観やライフスタイルの多様化とも相まって、地域における人

間関係の希薄化や家庭の教育力の低下等が懸念されています。 

■就業形態の変化や、長時間労働等により、子育て家庭の孤立や家族関係の変化等、家庭が抱え

る課題は多様化・複雑化しており、子どもの育ちや学習への影響が指摘されています。 
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出典：国勢調査 出典：住民登録による八代市の人口（行政町名別年齢別人口

世帯数）から人口の減少率を算出し、25 年間の変化を予測 
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（３）グローバル化、情報化の進展 

■グローバル化や情報通信技術の進展に伴い、情報や文化・価値観が国境を越えて流動化するな

ど、変化が激しく先行きが不透明な社会に移行していると言われています。世界中の人々と対面

に加えてインターネットを用いた交流がますます増えていく世の中にあって、異文化理解や異文化

コミュニケーションは重要となってきます。その中で、英語力の向上も必要となっています。 

■ＩＣＴ※1 環境の著しい進展により、インターネットを通じ、多様な情報の入手や商品の購入等の経済

活動が行われるなど、生活様式のデジタル化が進んでいます。本市の子どもたちも携帯電話やス

マートフォンの所持率が急増、無料通信アプリの使用割合が増加するなど、コミュニケーション手段

が大きく変化しています。ＩＣＴを効果的に活用できる能力の養成とともに、インターネット上のいじめ

や犯罪などの情報化の進展に伴うリスクへの対応が求められています。 

 

（４）格差の再生産・固定化 

■地域経済の現状として、生産性、所得水準、消費活動など様々な側面から地方と大都市の格差

が見られます。若年層が大都市に流出しており、活性化を図る担い手不足の深刻化や、地域間

格差の拡大が指摘されています。 

■経済的理由や家庭環境による進学や学力等の差が、その後の就労・所得等の格差にもつながり、

更に世代をまたがる格差の再生産・固定化にもつながるとの指摘があります。子どもたちの将来が

生まれ育った環境によって左右されることのないよう、教育の機会均等を図る子どもの貧困対策が

求められています。また、社会・経済情勢の厳しさは特に若者への影響が大きく、更には若者の精

神的・社会的自立の遅れも指摘されています。 

 

（５）自然災害からの教訓の継承 

■平成２８年熊本地震では、多くの尊い人命が失われ、熊本都市圏や阿蘇地域を中心に多数の家

屋崩壊、大規模な土砂災害等広範かつ甚大な被害が発生しました。本市においても、死傷者の

発生、住宅被害のほか、教育関係では学校及び園、学校給食センター、社会教育施設、指定文

化財などが被災しました。また、令和２年７月豪雨では、球磨川の氾濫、道路崩落、家屋浸水等、

深刻な被害が発生しました。特に坂本地域において、尊い人命が奪われ、広範囲な浸水被害を

受けました。 

■平成２８年熊本地震、令和２年７月豪雨からの復旧・復興のため、「八代市復旧・復興プラン（平

成２８年１１月策定）」、「八代市国土強靭化地域計画（令和２年３月策定）」や「八代市坂本町復

興計画(令和３年３月策定)」（以下「坂本町復興計画」という。）に基づき、様々な施策を行ってい

ます。その中で、災害に対する備え、人と人とのつながり、自然との共生の重要性等多くの教訓を

得ました。これらの教訓を将来につなげるためにも、地域コミュニティへの支援、安全・安心な教育

環境の整備、心のケア、防災教育等を行う必要があります。 

 

（用語解説） 

※1 ＩＣＴ：Information and Communication Technology の略で、コンピュータ情報通信ネットワーク（インターネットなど）の情報
通信技術を表す言葉。 
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（６）臨時休業時の学びの保障 

■新型コロナウイルス感染症が全世界で猛威を奮い、日本でも感染の拡大に伴い、令和２年３月２

日より全国の小・中・特別支援学校・高等学校で一斉に臨時休業措置がとられ、本市においても５

月末までの長期にわたり休業が継続されるなど、教育面でも大きな影響を受けました。 

 

■社会全体が長期間にわたり、新型コロナウイルス感染症と闘いながら生きていかなければならない

という認識に立ち、学校においては国が示した「新しい生活様式」を踏まえ、万全の対策を講じつつ、

子どもたちの健やかな育ちと学びを保障することが重要です。日々変わりゆく状況や国の動向を見

据えながら、本市においても、学校・家庭・地域で連携を図りつつ、学校教育活動を柔軟かつ効果

的に進めていく必要があります。 

 

■教師から子どもたちへの対面指導や、子どもたち同士の協働的な学びの中で行われる学校教育

の特質を踏まえながら、今後、新型コロナウイルス感染症の再拡大を始め、新たな感染症や災害

の発生に備え、学びの保障の観点から、多様で柔軟な対応が可能となるよう、学校における効果

的なＩＣＴの活用が求められます。 

 

（７）生涯学習や社会教育施設・文化財の利活用に対する認識の変化 

■「人生１００年時代」といわれる中で、一人一人が生涯にわたって活躍できる社会を実現するため、

多様な学習機会の提供に加えて、必要に応じて学び直す「社会人の学び直し」が注目されていま

す。また、自然環境と共生し、文化的・精神的な豊かさを実現できる持続可能な社会モデルへの

転換を求める動きも強まっています。社会変化に対応し、誰もが生涯にわたって学び続け、その成

果をいかすことができる生涯学習社会の実現に向けた取組が必要とされています。 

 

■社会教育施設は、地域の学習活動の拠点としての役割に加え、地域活動の拠点としての役割も

ますます期待されています。また、博物館においては、資料の保存・収集、調査研究、教育・普及

といった本来的機能に加え、地域振興や観光、社会的包摂※1、福祉など地域の課題への対応や

社会的役割が多様化しているとともに、「新しい生活様式」に取り組むことが必要となります。 

 

■人口減少と少子高齢化、自然災害は各地域に残る特色ある伝承文化や文化財を始めとする歴

史文化遺産の継承にも大きな影響を及ぼしています。また、郷土に対する誇りや愛着の希薄化も

懸念されています。そこで、学校教育との連携を更に充実させるとともに、観光・地域振興・まちづ

くり分野などを担う他の部局等と連携を強化していくことが求められています。 

 

 

 

 

（用語解説） 

※1 社会的包摂：社会的に弱い立場にある人々をも含め、全ての人々を構成員として包み込み、共に生きることができる社会を目

指すもの。 
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２ 国の動向等 

 

（１）感染症や災害等で学校に登校できない児童生徒に対する学習指導について   

   令和３年２月、文部科学省より、各学校や設置者に対し、平常時からのＩＣＴ環境の整備、活用

推進とともに、非常時を想定したＩＣＴ活用による自宅等での学習環境を整えるよう通知されました。 

併せて感染症や災害発生等の非常時には、まずは地域や学校、児童生徒の実情等を踏まえ、

学校における感染リスクを可能な限り低減させ、安全を確保した上で、学校運営の方針について

保護者の理解を得ながら、早期に教育活動を再開できるようにすることなどが通知されました。 

（２）持続可能な開発のための教育(ＥＳＤ※１)に関する実施計画の策定 

    令和３年５月、文部科学省国際統括官付にて「第２期ＥＳＤ国内実施計画」が改訂され、ＥＳＤが

ＳＤＧｓ達成への貢献に資するという考え方が初めて明確化され、ＥＳＤ実現のため多様な利害関

係者を巻き込む政策や取組について計画が示されました。また、学校全体の取組を進める管理

職の教職員やＥＳＤに関する担当主事向けに、学校現場等での取組事例を織り交ぜた手引きの

改訂が併せて行われました。 

  

（３）客観的な根拠を重視した教育政策の推進 

    平成３０年６月、「第３期教育振興基本計画」が閣議決定されました。新計画では、今後の教育

政策の遂行に当たって特に留意すべき点として、ＰＤＣＡ※２サイクルを確立、十分に機能させるこ

とが重要とし、客観的な根拠を重視した政策立案を推進する体制を文部科学省に構築、データ

の収集・活用による改善に向けた体制を整備していくことなどが示されました。 

令和元年１２月の文部科学省の取組状況調査資料によると、客観的な根拠を重視したＰＤＣＡ

サイクルに関する取組について、教育振興基本計画に盛り込んでいる自治体の割合は、都道府県

で約４５％、指定都市で約３５％、市区町村で約１８％となっています。 

  

（４）幼稚園教育要領・学習指導要領※３の改訂（平成２９年３月改訂） 

  新幼稚園教育要領においては、育みたい資質・能力として「知識及び技能の基礎」「思考力、

判断力、表現力等の基礎」「学びに向かう力、人間性等」が定義付けられるとともに、これらの資

質・能力を踏まえた「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」（１０の姿）※４が示されました。 

新学習指導要領においては、「何を理解しているか、何ができるか」「理解していること・できるこ

とをどう使うか」「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」という新しい時代に必要と捉

える三つの資質・能力の育成が重要視されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（用語解説） 

※１ ＥＳＤ：Education for Sustainable Development の略で持続可能な社会の創り手を育む教育。気候変動、生物多様性の喪失

等の人類の開発活動に起因する様々な地球規模の問題に対し、自らの問題として主体的に捉え、身近なところから取り組む

ことで、問題の解決につながる新たな価値観や行動等の変容をもたらし、持続可能な社会を実現していくことを目指して行う

学習・教育活動。 

※2 ＰＤＣＡサイクル：事業の改善を図るためのマネジメント手法の一つ。継続的な業務見直しを行うための、「計画（Plan）→実行

（Do）→点検・評価（Check）→改善（Action）」のサイクルを指す。 

※3 幼稚園教育要領・学習指導要領：全国的に一定の教育水準を確保するとともに、実質的な教育の機会均等を保障するた

め、国が学校教育法に基づき定めている教育課程の大綱的基準。 

※４ 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10 の姿）：小学校への接続を考え、2018 年 4 月から施行された幼稚園・保育園・幼保

連携型認定こども園終了の時の具体的な姿。子どもに対して、幼児期の終わり、小学校に入学する前に育ってほしい資質や

能力をまとめたもの。 
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 小学校３、４年生に外国語活動を、小学校５、６年生に外国語科を新設したこと、道徳の時間

を「特別の教科 道徳」として新たに位置付けたこと、社会に開かれた教育課程やカリキュラム・マ

ネジメントの確立が大きな柱とされています。 

 また、小学校においては、プログラミング教育が必修となり、情報手段の基本的な操作の習得に

関する学習活動及びプログラミングの体験を通して論理的思考力を身に付けるための学習活動

を、小・中を通じて充実させることとされています。 

 

（５）公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針の改正 

文部科学省では、近年の公立学校施設の深刻な老朽化や自然災害の頻発化、新型コロナウイ

ルス感染症の発生、小学校３５人以下学級の実施等の状況を踏まえ、令和３年４月に施設整備

基本方針の改正を行いました。 

これによると老朽化対策とともに自然災害や感染症から幼児児童生徒を守るための耐震対策、

防災機能の強化や衛生環境の改善、さらに多様化する教育活動に柔軟に対応できる教室環境の

整備、誰もが安心して学習・生活することができるようにするためのバリアフリー化などについて着

実に進めていく必要があると示されています。 

 

（６）地域における文化財の総合的な保存・活用の促進 

過疎化・少子高齢化等を背景に、文化財の滅失や散逸等の防止が喫緊の課題であり、未指定

を含めた文化財をまちづくりにいかしつつ、地域社会総がかりで、その継承に取り組んでいくことが

必要です。平成３１年４月に改正された「文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の一部を改正する法律」においては、地域における文化財の計画的な保存・活用の促進

や、地方文化財保護行政の推進力の強化を図るなど、文化財の保護だけでなく、活用について 

も重視する方向性が示されました。 
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３ 第２期計画の取組状況と課題 

（１）第２期計画の進め方 

第２期計画では、「やつしろの 絆でつむぐ 心豊かな人づくり」を基本理念に、子どもも大人もみ

んなが糸をつむいでいくようにうまく関係し合い、生涯刺激し合いながら学習できる、ふるさと八代を

目指し、５つの基本目標を掲げ、１７の基本方針に基づき、施策の展開を図ってきました。ここには、

恵まれた自然と豊かな歴史・文化を持つ八代に住む私たちの、強く頼もしい絆を結集して、ふるさ

と八代の未来を担う、心豊かな人づくりをしようという思いが込められています。 

これらの施策の推進に当たっては、毎年度、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２

６条に基づき実施する「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」や教育振興

基本計画の進行状況をまとめた資料などを活用し、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行いながら

本市の教育活動の向上に取り組んできました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  PDCA サイクルによる進行管理 

 

 

（２）第２期計画の取組状況と課題 

第２期計画の各基本目標における代表的な施策を取り上げ、その取組状況と、前述した教育を取

り巻く社会状況や国の動向などを踏まえた今後の課題を次頁以降に示します。 
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基本目標１ 子どもたち一人一人の「生きる力」を育みます 

【取組状況】 

■幼児教育の充実及び確かな学力の育成においては、教育委員会の園訪問、学校訪問を実

施し、教科等指導力向上及び学校・園経営全般に対する指導助言の充実を図りました。また、

校内研修推進事業により、学校・園及び教員のニーズや課題に応じた指導・助言を行いまし

た。 

■幼・保等、小、中連携については、「八代型小中一貫・連携教育」を実施し、八代市内全ての

幼・小・中・特別支援学校で「やつしろスピリッツ」※１に取り組むとともに、各中学校区において

特色ある連携事業を行いました。 

■英語教育の推進について、小学校では、２年間の先行実施と英語支援員のサポートにより小

学校英語教育の早期化・教科化へのスムーズな移行につなげました。中学校においては、Ｇ

ＴＥＣ（外部検定試験）を活用し、生徒の学力向上と教師の授業改善に向けた取組を進めまし

た。 

■不登校の未然防止の取組として、学校では異年齢（学年）交流、職場体験学習等、自己有用

感を育む活動や集団づくりを行いました。また、休日明けの欠席や原因の不明確な欠席等が

ある場合は、早期に適切な支援を行うとともに「愛の１・２・３運動＋１（プラスワン）」※2 や市独

自で行っている「不登校対策やつしろプラン」※３の取組を充実させるなど、関係機関等と連携

を図り、組織的な対応を行いました。 

■環境教育では、新型コロナウイルス感染症のリスクを考慮し、熊本県環境センターへの訪問が

できない状況も発生しましたが、各校において環境モデル都市である水俣市の取組について

学びを深めました。また、学校版環境ＩＳＯ※４の取組では、令和２年度から年度当初に数値目

標の設定や具体的内容の決定を行い、定期的に振り返るなど環境保全の取組が進んでいま

す。 

■健やかな体の育成については、体力推進校を指定し、体力向上に向けた具体的取組へ体力

向上推進アドバイザー（大学教授）からの指導助言を行いました。また、推進校での取組を市

体育主任研修会で実践発表をし、市内全学校への情報提供を行いました。 

■特別支援教育の推進については、学級数・在籍児童生徒数の全体的な増加に伴い、支援員

の増員及び環境整備に努めるとともに、「八代市特別支援教育推進計画」の策定を行いました。

また、特別支援教育コーディネーターを始め、担当する教職員の専門性の向上を目指し、研

修の充実を図りました。 

 

 

 

 

 

 

（用語解説） 

※1 やつしろスピリッツ：育ちと学びの土台となるもので次の三つの取組からなる。 ①自分からすすんであいさつをする②話す人の

顔を見てしっかり話を聴く③靴のかかとを靴箱の手前のへりにそろえる。 

※2 愛の1･2･3運動＋1(ﾌﾟﾗｽﾜﾝ)：欠席の１日目で電話連絡、2日目で家庭訪問、３日目以降は学校全体で組織的な対応を進め、

欠席が１０日に達する前にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等との専門家と連携する、不登校の早期支援の取

組。 

※３ 不登校対策やつしろプラン：小・中学校の不登校を未然に防止するため、①自己有用感を育む集団づくり②チームで対応③中

学校へのなめらかな接続といった三つの取組からなるプラン。 

※４ 学校版環境ＩＳＯ：ＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシステム）に基づき、各学校が定めた環境についての宣言項目に沿って、児童

生徒、教職員及び地域が一体となって取り組み、その実績を評価し、不十分なところを見直しながら、継続的に環境を改善させて

いくためのプログラム。 
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【今後の課題】 

■これまでの教育実践や研究の蓄積をいかしながら、幼児及び地域の現状や課題を捉え、家庭

や地域社会と協力して、幼稚園教育要領を踏まえた特色ある園経営のより一層の充実を進

めていく必要があります。 

■新学習指導要領の全面実施に伴い、新しい時代を見据え、自ら学び、考え、未来を切り拓い

ていく「考える力」の育成が求められています。令和３年度の全国学力・学習調査において、小

学校の国語・算数は全国平均を上回っています。また、中学校の国語・数学は前回の令和元

年度と比較すると伸びが見られるものの、全国平均をやや下回っている状況です。学力向上

に向けて、教員一人一人の授業力の向上や１人１台タブレット端末の効果的な活用を行う必

要があります。 

■中学校英語教育では、英検などの検定試験受験の促進と言語活動を中心とした授業の改善

が必要です。 

■年々不登校児童生徒数が増加している状況にあります。令和２年度問題行動調査※１によれ

ば、不登校児童生徒の半数以上が「無気力や不安」というものを理由に登校ができない状態

にあります。令和２年度以降はコロナ禍によるストレスも一つの要因として考えられます。従来

行ってきた取組に加え、近年の不登校児童生徒数の増加とその状況を踏まえた、更なる取組

が必要です。 

■持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）を推進するため、水俣への現地訪問や八代市環境セ

ンター（通称：エコエイトやつしろ）の活用などにより、持続可能な社会の視点から、環境教育の

取組をより一層進めていく必要があります。 

■中学校の部活動については、「学校における働き方改革を踏まえた部活動改革」に基づき、

社会体育へ移行していく方向です。国や県の動向を見ながら、地域部活動の運営管理の方

法や運営を担う人材・指導者の確保、費用負担等について、今後の方向性等を検討していく

必要があります。 

■特別支援教育支援員の配置については、各学校の要望に対して十分な配置ができている状

況にまでは至っていません。要望に少しでも応えるために、状況を十分に把握し、特別支援教

育支援員を適正に配置していく必要があります。 

 

 

  

（用語解説） 

※1 問題行動調査：正式名称を「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」といい、児童生徒の問題

行動等の未然防止、早期発見・早期対応、また、不登校児童生徒への適切な個別支援につなげていくことを目的とし、文部科

学省において毎年度実施される調査。 
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基本目標２ 学校・幼稚園の教育力を高めます 

【取組状況】 

■市内全中学校区における「八代型小中一貫・連携教育」の推進のため、小・中学校教職員に

より協働体制を整備し、学習指導等の共通理解を図るとともに、児童生徒の実態を共有する

など、校区内の学校間の指導に一貫性をもたせ、発達段階に応じた取組を行いました。 

■教職員の長時間勤務を改善し、教職員の心身の健康保持促進やワーク・ライフ・バランスの

充実等を目的とし、学校における働き方改革アクションプランを平成３１年４月に策定しました。 

■学校・園のニーズを把握し、幼児児童生徒の学びを多面的にサポートする学校支援職員等を

配置しました。その結果、教職員の時間的・精神的負担が減り、教職員が児童生徒に向き合

う時間が増えた状況が見受けられました。インクルーシブ教育システム※１の構築に向けて、学

校支援職員等は大きな役割を果たしたと考えられます。 

■学校のＩＣＴ環境の整備のため、国の「ＧＩＧＡスクール構想※２」に基づき、校内ネットワーク環境、

児童生徒１人１台端末、その他必要な機器などを整備し、授業においてＩＣＴを活用できる環

境が更に充実しました。 

■八代市立学校規模適正化基本計画(平成２３年１０月策定)に基づき、適正化の対象となる

地域については、保護者や地域住民に丁寧な説明を行い、十分に意見を聞き、理解を得な

がら進めてきました。令和２年４月１日の鏡西部小学校の鏡小学校への統合をもって第１次

計画が完了しました。 

■学校の統廃合により、通学環境が厳しくなった児童及び特別支援学校における通学支援が必

要な児童に対して、スクールバスの運行、公共交通機関の定期券購入補助、自転車購入補

助を行いました。また、令和２年７月豪雨により公共交通機関を使用して通学できなくなった

坂本町の児童生徒へのスクールバスによる支援を行うとともに、八代支援学校においては、新

型コロナウイルス感染症対策として３密回避の観点から、令和３年３月よりスクールバスを増便

して運行しています。 

■学校施設における天井材や照明器具等の非構造部材について、優先順位をつけながら計画

的に落下防止対策等の耐震化を進めています。また、幼児児童生徒の熱中症対策として教

室にエアコンを設置し、教育環境の改善を図りました。さらに、災害時の避難所としての機能の

強化、充実を図るため、グラウンドなどに屋外の照明設置や段差解消、手すり設置等のバリア

フリー化を行いました。 

■学校給食施設運営の効率化と、安全・安心な給食の提供の両立を目指し、現１４施設それぞ

れの運営方法や施設の老朽化を踏まえ、今後の学校給食施設の在り方について、再編を含

めた整備方針の検討を進め、令和４年２月に策定しました。 
 

 （用語解説） 

※1 インクルーシブ教育システム：障がいの有無にかかわらず、全ての子どもが共に学ぶ仕組みのこと。 

※２ ＧＩＧＡスクール構想：全国の児童生徒１人に１台のコンピュータと高速ネットワークを整備する文部科学省の取組。新型コロナ

ウイルス感染症の拡大を受け、計画が前倒しされ、全小中学校への導入が２０２０年度にほぼ完了。 
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 【今後の課題】 

■子どもたちを取り巻く環境の変化により学校の抱える課題も複雑化・困難化する中で、これま

でどおり学校の工夫だけにその実現を委ねることは困難になってきています。今後、より一層

保護者・地域と一体となった地域の特色ある学校づくりを推進していく必要があります。 

■教職員の業務効率化の推進のため、令和２年度から八代市立の全小・中・特別支援学校で

校務支援システムが本格稼働しました。服務管理や通知表、指導要録などの評価作業がシ

ステムにより一元化され業務改善につながったものの、教職員が子どもたちと向き合う十分な

時間を確保できるまでには至っていません。 

■幼児児童生徒の学びを多面的にサポートする学校支援職員等の配置については、各学校・

園からの配置要望は年々増加傾向にあります。学校の実態を把握した上で、学校支援職員

等を適正に配置するとともに支援員研修会等により更なる専門性の向上を図ることでより高い

教育効果を狙う必要があります。 

■八代市立の全小・中・特別支援学校に１人１台タブレットの端末を配備し、令和３年度からは

授業等での積極的・効果的な活用が重要となりました。ＩＣＴ授業サポーターを令和３年度から

１０名に増員しましたが、今後更にその需要が高まることが考えられます。また、配置されたタ

ブレット端末活用を推進する教職員を育成するために、タブレットパソコン活用研修を継続して

行う必要があります。さらに、オンライン授業実施に向けた家庭でのインターネット環境の整備

等様々な課題について検討・実施していく必要があります。 

■学校規模適正化の推進に関しては、第２次計画に先行して、八代市立幼稚園の規模適正化

等に着手し、令和３年１月に八代市立幼稚園規模適正化等審議会を設置し、令和４年２月に

答申を受けたところです。今後、答申を踏まえた八代市立幼稚園の在り方について検討を行

っていくとともに、学校規模適正化基本計画の第２次計画の策定を行います。 

■平成２８年熊本地震や令和２年７月豪雨を教訓とし、防災教育の充実や実践的な避難訓練

の実施などを通じて、いざというときに、自ら考え、自ら判断し、自ら安全な行動がとれる子ども

を育成するため、防災教育を拡大、充実させていく必要があります。  

■学校施設については、安全・安心な教育環境を確保するため引き続き非構造部材の耐震化

や老朽化対策を計画的に実施していく必要があります。トイレ洋式化・バリアフリー化等の教育

環境の改善に加え、災害時の避難所としての防災機能の一層の強化、充実が求められてい

ます。また、令和３年３月の法改正に伴い、小学校１クラスの上限が３５人に段階的に引き下

げられたことを踏まえ、今後教室数の確保が必要です。 

■学校給食施設については、令和３年度に決定した施設再編整備方針に従い、老朽化している

施設の再編整備により学校給食衛生管理基準への対応、各施設の効率的な運営を図って

いく必要があります。 
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基本目標３ 学校・家庭・地域の協働により社会全体の教育力を高めます 

【取組状況】 

■令和２年度から八代市地域学校協働本部を設置し、地域や学校の実情に沿った地域学校

協働活動を推進していくため、各学校に地域コーディネーターを配置し、学校や地域コーディ

ネーターを側面的に支援するため、統括コーディネーター３名を配置、更に地域コーディネー

ターの取組状況や情報を共有するため、連絡調整会議を適宜開催するなど、推進体制を整

備してきました。また、放課後子ども教室及び地域未来塾については、地域学校協働活動事

業の一つとして位置付け、学校と地域が連携・協働し、地域全体で未来を担う子どもたちを支

えていく体制に移行しました。 

■放課後子ども教室では、放課後の空き教室等を活用して子どもたちの安全・安心な活動拠点

（居場所）を設け、地域の方々の参画を得て子どもたちとともに様々な体験活動・学習活動・

交流活動を実施し、地域社会の中で心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進しました。ま

た、令和２年７月豪雨災害後、間借りする学校で再開した八竜小学校のスクールバス運行待

ち時間における子どもたちの居場所づくりとして、臨時の放課後子ども教室を実施しました。 

■地域未来塾では、経済的な理由などにより、家庭での学習が困難である、学習習慣が十分身

に付いていない、あるいは別室登校する中学生へ、塾の講師や教職員経験者等を学習支援

員として配置し、週１～２日程度活動してきました。結果として、基礎学力の向上と生徒の心の

ケアにつながりました。 

■令和２年度から市内全ての学校・園において熊本版コミュニティ・スクール※１を導入し、併せて

第二中学校（コミュニティ・スクール移行推進モデル校）及び八代支援学校はコミュニティ・ス

クール※２へ移行しました。令和３年度以降、順次その他の学校も移行しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（用語解説） 

※１ 熊本版コミュニティ・スクール：コミュニティ・スクールに指定されていない学校が主体的に、保護者と地域の方々が参加

する協議会を設置し、各学校の教育課題等を共有し、その解決や改善に向けて、共に話し合い、協力し、一体となって組

織的かつ継続的に教育に当たる仕組みのこと。 

※２ コミュニティ・スクール：学校運営協議会を設置した学校です。学校運営協議会とは、法律に基づき教育委員会により任

命された委員が、一定の権限を持って、学校の運営とそのために必要な支援について協議する合議制の機関のこと。 
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■核家族化や少子化、地域における地縁的なつながりが希薄化する中、保護者の子育ての悩

みに寄り添えるよう家庭教育学級※１の開設を促進するとともに親の学びプログラム※２の活用や

子育て等に関する講座を開催し、家庭教育を支援しました。 

■地域世代間交流や市民の学習成果の発表の場として「まなびフェスタやつしろ」を開催し、社

会教育団体と連携しながら、学校・家庭・地域が一緒に活動することで、地域における教育力

の向上を図っています。 
 

【今後の課題】 

■学校・家庭・地域、各種団体などが連携し、情報交換や相談体制の整備を進めるとともに、地

域社会全体で子どもたちを育てる環境を整え、学校における働き方改革につながるような取

組を推進していく必要があります。 

■コミュニティ・スクールについては、今後、準備が整った学校・園から順次、熊本版から国版へ

の移行を推進していく必要があります。 

■地域学校協働活動事業を継続し、充実させるためには運営スタッフの確保が課題であり、地

域内の各種団体に働きかけ、指導力や活動意欲のある人材を確保していく必要があります。 

■家庭教育学級の未開設校（園）は 48 校（園）で未開設の割合は 46.2％であることから開設促

進を継続するとともに親の学びプログラムや子育て等に関する講座の充実を図り、家庭教育を

支援していきます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（用語解説） 

※1 家庭教育学級：幼稚園・保育園、小学校などを拠点として、親同士が家庭における教育力向上のため、学びたいことを自ら

企画し、計画的、持続的に行う活動。 

※２ 親の学びプログラム：家庭教育学級：家庭における教育力向上のため、保護者同士が子育てやしつけ、親の役割、子ども

の心の理解などについて学び、悩みを話し合うなど、家庭教育に関する学習や意見交換の場。 

    【地域未来塾】 【放課後子ども教室】 
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 基本目標４ 生涯を通じて楽しく学べる充実した環境を提供します 

【取組状況】 

■八代市公民館を本市の生涯学習の拠点として位置付け、多様化、高度化する市民や地域の

学習ニーズに対応した事業を実施しています。また、新型コロナウイルス感染症の影響でライ

フスタイルが大きく変化する中、公民館講座ＷＥＢ版を配信するなど、コロナ禍でも開催できる

ように事業内容を検討するとともに、市民が「いつでも、どこでも」学ぶことができるよう取り組ん

でいます。 

■同和問題を始めとした様々な人権課題に対する啓発事業を通じて、人権に対する意識を高

めるとともに、全ての人の人権が尊重される社会の実現を目指し、関係団体と連携を図りなが

ら「八代地区人権同和教育・人権啓発研究集会」などに取り組んできました。 

■図書館は指定管理者へ運営を委託しており、子どもたちへの読み聞かせから大人向けのイベ

ントまで、全館で定期的に行事を開催しています。また、令和２年度からは、ブックスタート事

業※1 をスタートさせ、絵本のプレゼントとともに乳幼児期からの読み聞かせの大切さを伝えてい

ます。 

■博物館では、八代の歴史と文化に関する資料を調査研究、収集し、特別展覧会や常設展、

企画展、講座・講演会等、多彩な取組を実施しています。また、児童生徒の学習の場、市民

の文化芸術発表の場としての利用も定着してきました。ホームページ上で公開している麦島勝

撮影写真デジタルアーカイブの利用も増加しています。 

■図書館や博物館など社会教育施設では、コロナ禍により、長期休館や講座の中止を余儀なく

されましたが、ホームページを活用した情報発信を行うとともに、図書館では電子図書の充実、

博物館では報告書の刊行、図録販売を通じて、学ぶ機会の提供に努めています。 

    

【今後の課題】 

■校区公民館体制から八代市公民館一館体制への再編に伴い、校区公民館で行われていた

地域の生涯学習が衰退することがないよう、引き続きコミュニティセンターなどを活用しながら、

生涯学習活動を推進していく必要があります。コロナ禍で集団活動や宿泊を伴う事業は開催

が困難となっており、コロナ禍でも開催できるように事業内容を検討するとともに、デジタル・トラ

ンスフォーメーション※2 社会の実現に向けた生涯学習活動を推進する必要があります。 

■人生１００年時代を見据え、生涯を通じて必要な知識・技能の習得ができるような生涯学習

環境の整備が必要です。 

 

 

（用語解説） 

※1 ブックスタート事業：7 か月健診などの機会に、全ての赤ちゃんと保護者に絵本を贈り、親子で絵本を開く楽しさを「体験」し

てもらい、読むだけではなく、ゆっくりと心を触れ合わせる時間にしてもらうことを大事にした事業。 
※2 デジタル・トランスフォーメーション：ＤＸと略し、「デジタル変革」ともいわれており、デジタルサービスを使って人手のかかって

いたサービスを自動化したり作業を効率化したりするのが「デジタル化」であり、ＤＸはデジタル技術やデータを駆使して作業

の一部にとどまらず社会や暮らし全体がより便利になるよう大胆に変革していく取組のこと。 
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■市民一人一人が、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することができるよう、人

権尊重の精神の涵養を図る人権教育に、総合的かつ計画的に取り組んでいかなければなりま

せん。実施に当たっては、生涯学習の視点に立って、地域の実情等に応じて、学校教育と社

会教育とが相互に連携を図りつつ、取組を推進します。 

■図書館では、来館者や貸出し冊数など順調に推移していましたが、コロナ禍のため、休館を余

儀なくされ、対面方式での読み聞かせなどに支障が出ています。本と触れ合う機会の大切さ

を伝える啓発方法の検討や、電子図書の充実・利用促進などが必要となっています。 

■博物館では、より多くの市民や幅広い世代の関心に対応するため、多彩な展示・普及活動を

展開するとともに、周辺施設と連携し、相互の利用促進を図る必要があります。また、「新たな

生活様式の実践」を踏まえ、今後はデジタル技術を活用した情報発信等に取り組む必要があ

ります。 

■本市の社会教育施設には、築後３０年以上を経過する図書館や博物館など、施設の整備・

改修の時期を迎える施設が数多くあり、八代市公共施設等総合管理計画（平成２９年３月策

定）に基づく、適正な維持管理が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【八代市公民館】 

【平成３０年度秋季特別展覧会「ザ・家老」展】 

 

かん 
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基本目標５ 郷土の歴史と文化財に親しめる環境を整えます 

【取組状況】 

■本市に所在する文化財を周辺環境も含めて総合的に把握し、歴史及び文化をいかした地域

づくりの在り方を示す八代市歴史文化基本構想を平成３０年度に策定しました。 

■令和２年６月に「八代を創造
た が や

した石工たちの軌跡～石工の郷に息づく石造りのレガシー～」の

タイトルで本市の石造りの文化が日本遺産に認定されました。また、ユネスコ無形文化遺産に

登録された八代妙見祭や地域の文化財の保存継承と情報発信を行う施設として、「お祭りで

んでん館（八代市民俗伝統芸能伝承館）」が令和３年７月に開館するなど、地域の多様な歴

史文化遺産の保存継承と活用による交流人口の拡大を図る取組を始めています。 

■平成２９年度以降、国登録有形文化財と県指定文化財がそれぞれ１件ずつ増加し、「八代海

干拓遺跡」として国史跡指定を目指すなど、文化財保護の取組は進展しています。 

 

【今後の課題】 

■平成２８年熊本地震や令和２年７月豪雨で被災した文化財等について、それぞれの文化財所

有者と連携して修復や保存活用の取組を進める必要があります。 

■指定文化財の適切な保護を図るとともに、八代市歴史文化基本構想に基づき多様な歴史文

化遺産をいかした地域づくりを進める必要があります。 

 

【市内指定文化財等件数（令和３年４月１日現在）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

指定別 

区 

分 
有形文化財（重要美術品含む） 

民 俗 

文化財 
記 念 物 

合 

 

計 

種 

別 

建 

造 

物 

絵 

 

画 

書 

 

跡 

典 

 

籍 

古 

文 

書 

彫 

 

刻 

工 

芸 

品 

考 

 

古 

歴
史
資
料 

有 

 

形 

無 

 

形 

史 

 

跡 

名 

 

勝 

天 

 

然 

国指定文化財 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 3 0 11 

県指定文化財 1 0 3 0 0 7 6 0 0 1 2 6 0 2 28 

市指定文化財 40 2 5 1 0 11 19 16 9 6 24 53 1 8 195 

国登録文化財 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

計 49 2 9 1 0 20 26 16 9 7 27 60 4 10 240 

【お祭りでんでん館（八代市民俗伝統芸能伝承館）】 
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第３章 基本理念 
 

 

やつしろの 絆でつむぐ 心豊かな人づくり 

 

 

球磨川、氷川、八代海、八代平野、九州山地などの恵まれた自然と、市内各地に残された

歴史や、人々の生活に根付いた伝統的な文化を合わせもつ、ここ八代に住む私たちの、強く頼

もしい絆を結集して、ふるさと八代の未来を担う、心豊かな人づくりをしようという思いを込めまし

た。「心豊かな人」とは、「思いやりのある人」、「命を大切にする人」に育ってほしいという市民の

希望を反映したものです。 

八代に住む全ての年代の人々の縦のつながり、そして、学校・家庭・地域という横のつながり、

さらには、それ以外の立場の人たちとともに、子どもも大人もみんなで糸をつむぐように、互いに

関係し合い、刺激し合いながら生涯を通して学習できる、持続可能な地域社会、ふるさと八代

を目指します。 
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(3)豊かな心の育成 

(2)確かな学力の育成 

(４)健やかな体の育成 

(５)特別支援教育の推進 

(６)９年間を見通した「八代型小中 
一貫・連携教育」の推進 

(８)学びを支える教育環境の整備 

(７)教職員の資質・指導力の向上 

(９)安全・安心な学校づくりの推進 

(11)家庭における教育力の向上 

(12)地域における教育力の向上 

(10) 学校・家庭・地域の連携・協働 

⒗ 

基
本
理
念 

⒘ 
 

 

や
つ
し
ろ
の 

絆
で
つ
む
ぐ 

心
豊
か
な
人
づ
く
り 

1 
子どもたち 
一人一人の 
「生きる力」を 
育みます 

(１)幼児教育の充実 

【基本方針】 【主な施策】 

①「生きる力」の基礎を育む幼稚園教育の充実 

②幼・保等、小、中連携の充実 

①不登校問題に対応した支援の充実 
②「いじめ問題」対応の強化 

③道徳教育・郷土学習の充実 
④人権同和教育の推進 
⑤環境教育の推進 

①「学力向上やつしろプラン」の推進 

②読書活動の推進 
③英語教育の推進 
④キャリア教育の推進 

①体力の向上と健康の保持増進 
②適正で魅力ある部活動の充実 

③食育の推進 

①小・中学校教職員による協働体制の整備 

②９年間の育ちと学びをつなぐ指導の充実 
③保護者・地域と一体となった学校応援団づくり 

①教職員の人材育成 
②教育活動の支援 
③教職員の業務効率化の推進 

①学校支援職員等の配置 
②学校ＩＣＴ環境の充実 
③幼稚園・学校規模適正化の推進 

④就園、就学等への支援 
⑤八代市学校・子ども教育応援基金の活用 

①安全教育・防災教育の推進  

②学校施設非構造部材耐震化等の推進 
③学校・幼稚園施設の整備・充実 
④学校給食施設の再編整備・運営形態の見直し 

①地域学校協働活動推進事業の充実 

②コミュニティ・スクールの導入及び充実 
③ボランティア人材の確保 

①地域（団体）で子どもを守り育てる活動の推進 

②社会教育団体の育成 
③まなびフェスタやつしろの充実 

①家庭教育の充実 

②保護者への支援 

①幼稚園及び小・中学校における特別支援教育の充実 
②八代支援学校における特別支援教育の充実 
③特別支援教育を推進する体制の整備 

④保護者、地域及び関係機関との連携 

【基本目標】 

2 
教育環境の整 
備により学校 ・ 
幼稚園の教育 
力を高めます 

3 
学校・家庭・地域
の協働により社会
全体の教育力を
高めます 

施策の体系図 
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(17) 歴史文化遺産の保存継承と 
活用 

(18) 災害からの復興推進・教訓の
継承 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(13)生涯を通じた学習活動の推進 

(14)人を育む図書館づくりの推進 

(15)文化の継承と創造に貢献する 
博物館づくり 

(16)社会教育施設の整備 

①生涯学習推進体制の充実 
②時代の変化に応じた多様な生涯学習機会の提供 

③生涯学習情報の提供 

①読書活動の推進 
②図書館資料の収集、保存、提供 

③調査・研究、生涯学習や教育・文化活動への支援 

①特別展覧会及び常設展示の充実 
②調査研究活動の充実 
③博物館収蔵品の充実と保存・継承 

④博物館収蔵品を活用した教育活動の充実 

①公民館施設等の整備・充実 

②図書館施設の整備・充実 
③博物館施設の整備・充実 

4 
生涯を通じて 
楽しく学べる 
充実した環境を
提供します 

①文化財の調査と保護 
②歴史文化遺産に親しめる環境の整備 

③歴史文化遺産を地域で継承する仕組みづくり 

5 
郷土の歴史文 
遺産に親しめる
環境を整えます 

①地震に対する取組 

②豪雨災害による被災地への支援と取組 
③その他災害に対する取組 

6 
災害からの復興
を進め教訓を継
承します 

化 
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第４章 基本目標 
 

 

 

学校教育においては、次代を担う子どもたちが、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手と

なることができるようにするために、本市では、一人一人の子どもに応じた、きめ細かな、魅力ある教育

を推進し、子どもたちの資質や能力を伸ばし、「生きる力」を育んでいきます。 

 

 

全ての学校・幼稚園において、安全・安心で、質の高い教育環境を整備することに加え、教職員の資

質・指導力向上のため、更に支援することが必要です。本市では、校長・園長のリーダーシップの下、学

校力・教師力・連携力を高め、「チームとしての学校づくり」「信頼され開かれた幼稚園づくり」に努めます。

そして、義務教育９年間を見通した「八代型小中一貫・連携教育」を推進し、子どもの育ちと学びの連

続性の確保を図ります。 

 

 

幅広い地域住民等の参画により、学校と家庭、地域が連携・協働して、地域社会で未来を担う子ど

もたちの成長を支え、「地域の子どもは地域で守り育てる」気運を高めるとともに、家庭や地域における

教育力の向上を図ります。子どもたちの学習を支援する人材の育成や確保を図ります。 

 

変化し続ける社会の中で、人生１００年時代を心豊かに生きがいをもって暮らしていくため、一人一人

の意思によって、自分に適した手段・方法を選択し、生涯にわたって学び続けることができる学習環境

を提供します。 

 

 

郷土の歴史への理解と歴史文化遺産の保存継承の取組が、学校教育や社会教育に有効活用され

ることで、自分の住む地域への愛着と誇りをもって暮らせるような環境づくりを進めます。 

 

 

令和２年７月豪雨からの復興を推進するとともに、近年増加傾向にある自然災害に備え、防災教育

への理解を深め、災害から得た教訓を次の世代に継承していくための取組を進めていきます。 

  

基本目標４  生涯を通じて楽しく学べる充実した環境を提供します 

基本目標１  子どもたち一人一人の「生きる力」を育みます 

基本目標２  教育環境の整備により学校・幼稚園の教育力を高めます 

基本目標３  学校・家庭・地域の協働により社会全体の教育力を高めます 

基本目標５  郷土の歴史文化遺産に親しめる環境を整えます 

基本目標６  災害からの復興を進め教訓を継承します 
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１ 

 

 

 新たな新型コロナウイルス株の出現など、今後の感染収束が未知数であることや、新た

な感染症のまん延に備え、感染拡大防止と教育活動の両立のために次のことを行います。 

 

１ 新しい生活様式の実践 

■三つの密（密閉・密集・密接）になりやすいスクールバスについては、学校での感染状況を確認しな

がら、スクールバスの増便などを検討します。 

■学校・幼稚園では、子どもたちに、手洗い、マスク着用など自分や周囲の人を守るための安全教育

を実施します。また、ほとんどの幼児児童生徒の感染経路が家庭内感染であることから、保護者

に対しても感染予防対策の注意喚起を行います。 

■社会教育施設や学校教育施設では、ＣＯ２センサーの使用等により、換気状況の把握に努め、徹

底した換気 (窓・ドア等の定期的な開放、常時換気扇の使用など)を行うとともに、施設使用後の

消毒を実施します。 

■市民の生命及び健康を守るため、人との接触を軽減するよう、デジタル技術を用いたオンライン等

の活用や人数を制限した研修及びイベントを実施します。 

 

２ コロナ禍における教育活動の円滑な推進 

■教職員一人一人が感染症等に関する正しい知識を基に、幼児児童生徒の発達段階に応じて適

切かつ日常的に指導するとともに、偏見や差別を未然に防ぎ、心身のケアに努めます。 

■学校で新型コロナウイルスの感染者が出た場合、直ちに感染者の行動履歴を把握し、施設の消毒

を実施するとともに、ＰＣＲ検査対象以外の人も必要に応じ抗原検査が受けられる体制を整え、感

染拡大を防ぎます。 

■学校の臨時休業や感染不安等で学校を休んでいる児童生徒にも対応できるよう、オンライン授業

の実施などＩＣＴを活用した学習を行うため、ＥｄＴｅｃｈ推進計画※1 に基づき、環境整備を推進しま

す。 

 

（用語解説） 

※1 EｄTech：Education（エデュケーション）と Technology（テクノロジー）を組み合わせた造語であり、教育分野にテクノロジー

の力を入れることで変革をもたらすことを意味する。 

新型コロナウイルス等の感染症への対応 

前頁で掲げた基本目標を達成するために、次の新型コロナウイルス感染症

等への対応を前提にしながら、教育に関する施策を行います。 
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第５章 基本方針・主な施策 
 

 

 

基本方針１ 幼児教育の充実 

 

 

 

 

■基本的考え方 

幼児期における教育は、子どもたちの生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものです。遊

びや生活の中で、感じたり、気付いたり、分かったり、できるようになるという豊かな体験をすること、

また、それらの気付きやできるようになったことなどをもとに、発展的に考え、試し、工夫し、表現す

るなど、よりよい生活を営むための資質や能力を育成することが必要です。 

遊びや生活の環境を工夫し、子どもたちが身近な人やもの、事象などの様々な環境に関わり、

充実感や満足感を味わうことのできる教育を行います。また、一人一人の発達の特性に応じた幼

児教育の推進を図ります。 

 

■主な施策 

（１）「生きる力」の基礎を育む幼稚園教育の充実 

①一人一人の発達の特性に応じた幼児教育の推進を図り、学びの基礎を育成するため、職員の専門性

の向上を図り、幼児期にふさわしい園生活を展開します。 

②遊びや生活を通して人に対する愛情と信頼感、人権を大切にする心などを育てるとともに、豊かな感性

を磨き、表現力を育てるために、絵本や物語、絵や音楽などに興味や関心をもつような環境づくりを進

めます。 

③全身を使って遊ぶ体験を通して、体の諸機能の発達を促す環境を整えるとともに、食事の大切さを感じ

させ、家庭と協力しながら望ましい食習慣を育成するための給食指導を行い、健やかな心と体を育成し

ます。 

 

 

 

                 

 

 

 

 

基本目標１  子どもたち一人一人の「生きる力」を育みます 

子どもたちが「生きる力」の基礎を身に付け、たくましく心豊かに育つために、幼児期の終わりまでに

目指す子どもの姿を明確にし、幼稚園・保育所・認定こども園、小学校、中学校の連携を深め、交流

を通しながら健やかに育つ環境づくりを目指します。 

 

「生きる力」 

とは 

知・徳・体のバランスのとれた力のこと。変化の激しいこれからの社会を生きるために、 

「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の知・徳・体をバランスよく育てることが大切です。 
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（２）幼・保等、小、中連携の充実 

①子どもの発達や学びの連続性を考慮した幼・保等、小、中の連携カリキュラムを作成し、子ども同士の

交流や職員同士の連携を行います。 

②幼、小の教職員が「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」（１０の姿）を共有するなど小学校教育との

円滑な接続を図ります。 

③幼稚園教育要領に基づき幼児期の教育・保育、地域の子育て支援及び質の向上を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                                【友達と一緒に砂遊び（幼稚園）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           【中学校と幼稚園の交流】 

 

 

 

 

項 目 
参考 

(R１年度) 

現況 

(R２年度) 

目標 

(R７年度) 

研究テーマを設定し、計画的に園内研修を実施し、

教育・保育内容の工夫改善に努めた幼稚園の割合（％） 
１００ １００ 

１００ 

を維持 

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」やスタートカ

リキュラム等を小学校と共有した幼稚園の割合（％） 
― ５０ １００ 

基本目標１ 子どもたち一人一人の「生きる力」を育みます 

■幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（１０の姿） 

１  健康な心と体 

２  自立心 

３  協同性 

４  道徳性・規範意識の芽生え 

５  社会生活との関わり 

６  思考力の芽生え 

７  自然との関わり・生命尊重 

８  数量・図形、文字等への関心・感覚 

９  言葉による伝え合い 

10  豊かな感性と表現 

数値目標 
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基本方針２ 確かな学力の育成 

 

 

■基本的考え方 

「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を行うことで、学校教育における質の高

い学びを実現し、子どもたちが内容を深く理解し、資質・能力を身に付け、生涯にわたって自ら学び

続けるようにするとともに、情報教育やキャリア教育※1 など今日的教育課題に対応した教育を推進

します。 

また、ＧＩＧＡスクール構想※２によって整備された１人１台タブレット端末等のＩＣＴを日常的かつ効

果的に活用し、「個別最適な学び」「協働的な学び」を充実させます。 

さらに、グローバル化が進行する社会において、子どもたちが、将来、国際社会で生きていくこと

ができるよう、異文化を理解する資質や能力、語学力やコミュニケーション能力を育むとともに、主

体性、チャレンジ精神、リーダーシップなどを培う取組を進めます。 

また、子どもたちが夢や目標をもち、その実現に向かって進んでいく力（キャリアプランニング能

力）を始め、自己理解・自己管理能力など社会的自立に必要な能力の育成に向けて取り組みま

す。 

 

■主な施策 

（１）「学力向上やつしろプラン」の推進 

①いじめや不登校の未然防止に関する各種アンケート調査等をいかしながら支え合う集団をつくり、学習

規律の定着を図るなど学習環境を整え、学びの環境づくりを進めます。 

②一人一人に応じた指導を行うとともに、授業のねらいを明確化し、子どもたちが主体的に取り組む授業、

子ども同士の学び合いのある授業を展開します。また、児童生徒１人１台のタブレット端末を効果的に

活用した授業を展開し、分かる授業づくりを進めます。 

③学年や個に応じた家庭学習の内容や学び方などを家庭と共有し、子どもたちの学びの習慣づくりを進め

ます。 

 

（用語解説） 

※1 キャリア教育：児童生徒の社会的、職業的自立に向けて、必要な能力や態度を育てることを通して、自らの目指す姿の

実現を促す教育のこと。 

※２（再掲） ＧＩＧＡスクール構想：全国の児童生徒１人に１台のコンピュータと高速ネットワークを整備する文部科学省の取組。

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、計画が前倒しされ、全小中学校への導入が２０２０年度にほぼ完了。 

 

子どもたちの学力向上に向けた全市共通の取組として、「学力向上やつしろプラン」の「学びの環境

づくり・わかる授業づくり・学びの習慣づくり」を柱として、育成を目指す資質・能力を明確化し、生きて

働く「知識・技能」の習得、未知の状況にも対応できる「思考力、判断力、表現力等」の育成、学びを

人生や社会にいかそうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵養に努めます。 
かん 

基本目標１  子どもたち一人一人の「生きる力」を育みます 
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（２）読書活動の推進 

①各学校に学校図書館支援員を配置し、図書館教育主任及び司書教諭と連携しながら、読書活動の推

進及び環境整備に努めます。また、「ハッピーブック運動※１」の更なる充実に向けて、子どもたちが本に

親しむ環境づくりに努めます。 

 

（３）英語教育の推進 

①「子どもが英語に親しむ環境づくり」を柱として、ＡＬＴ※2 等を効果的に活用した授業とともにチャレンジイ

ングリッシュ※3 の実施などを通して、子どもが英語に触れる機会を増やします。 

②「幼稚園、小・中学校における英語教育の充実」を柱として、早期から段階に応じて英語に親しむ取組と

して、幼稚園・小学校低学年にもＡＬＴを派遣し、国際理解教育を通して異文化への興味・関心を高め

ます。また、小・中学校におけるＡＬＴとのティーム・ティーチング※4 によって、教職員の指導力向上に向

けた取組を推進します。 

（４）キャリア教育の推進 

①子どもたちの社会的・職業的自立に向け、継続的かつ組織的・系統的な「キャリア教育」を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（用語解説） 

※１ ハッピーブック運動：読書活動の推進により、小中学生の学力の向上や、豊かな心の育成、人格形成の支援を行っていくこと 

で、郷土を拓く人材を育成し、本市の発展に寄与することを目的とする。各学年での目標読書冊数を読破していく取組。 

※2 ＡＬＴ：Assistant Language Teacher の略で、英語指導助手のこと。担当教職員の指導の下、英語の授業の補助を行う。 

※3 チャレンジイングリッシュ：八代市立学校に勤務する全てのＡＬＴが企画・運営を行い、小学生がＡＬＴや他の小学校の児童と 

ともに英語でゲームやものづくりなど様々な活動を楽しむ取組のこと。 

※4 ティーム・ティーチング：複数の教師が指導計画の作成、授業の実施、教育の評価などに協力してあたること。 

※5 キャリア・パスポート：児童生徒が、小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる諸活動について、特別活動の学級 
活動及びホームルーム活動を中心として、各教科等と往還し、自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりしなが

ら、自身の変容や成長を自己評価できるよう工夫された記録のこと。 

項 目 
参考 

(R１年度) 

現況 

(R２年度) 

目標 

(R７年度) 

熊本県全国学力・学習状況調査結果における標準 

スコア（上段：小、下段：中） （平均値＝５０） 

５０．０ ５０．７ ５２．５ 

４８．１ ４８．８ ５１．０ 

目標読書冊数を達成した児童生徒の割合 

（上段：小、下段：中）（％） 

６７．０ ６５ ６９ 

３３．３ ３５ ３９ 

中学３年における英検３級相当を取得した割合（％） １８ １５ ４４ 

キャリア・パスポート※5 を活用している学校の割合

（％） 
― １００ 

１００ 

を維持 

基本目標１ 子どもたち一人一人の「生きる力」を育みます 

 

数値目標 
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基本方針３ 豊かな心の育成 

 

 

■基本的考え方 

子どもたちに、美しいものや自然に感動する感性、自他の生命の尊重、自尊感情、他者への思

いやり、家族を大切にする心、集団における役割と責任、規範意識、公共の精神、郷土を愛する

心、環境保全や環境問題に意欲的に関わろうとする態度など、人間形成の基盤となる豊かな情

操と道徳性を培い、これらに基づいて主体的に判断し、適切に行動する力を育成することが重要

です。 

子どもたちが、よりよい人間関係を築き、思いやりをもって周囲の人々に接することができるように

していくために、「心の教育」の一層の充実を図り、その実践を積み重ねていくことが必要です。また、

全ての学校で人権尊重の意識と実践力を養う学習活動を展開する「人権尊重の精神に立った学

校・幼稚園づくり」を推進することが重要です。 

【不登校児童生徒の割合の推移】 

 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

小学校 0.56％ 1.12％ 1.23％ 

中学校 4.24％ 5.71％ 6.15％ 

 

■主な施策 

（１）不登校問題に対応した支援の充実 

①子どもたちが「自分が必要とされている」と感じることができる集団づくり、教職員がチームで対応する不

登校対策委員会等の体制づくりをするとともに、子どもの個性や背景、今の心のありようを把握する調査

の実施や学校支援職員の配置の充実に努め、不登校の未然防止対策を推進します。 

②不登校児童生徒に対して八代市適応指導教室（くま川教室）の活用・充実を引き続き行うことで、不登

校の解消を目指すとともに、ＩＣＴ活用による学びの機会提供や居場所づくりを支援します。 

③児童生徒、保護者及び学校関係者の不安や悩みに対して、学校や子ども支援相談室が、他の公的機

関や民間施設、医療機関等と連携を図りながら相談に応じ、いじめ・不登校等の問題解決に向けて支

援します。 

④従前の「不登校対策やつしろプラン」の学校での共通実践に加え、市長部局との連携による福祉・保

健・医療等のネットワークづくりについて検討を行います。八代圏域で協議し、決定した共通実践事項

「一人一人に寄り添う言葉かけを」に取り組むことにより、子どもたちが楽しいと思える学校づくりを進めま

す。 

人権尊重の精神に立った学校・幼稚園づくりを基本に、重要課題であるいじめ・不登校の未然防止

と解消を目指して、子どもたちの自己肯定感※１を高め、お互いに認め合い支え合う集団の中で、命を

大切にする心や思いやりの心、規範意識など、豊かな心を育む「心の教育」を充実します。 

基本目標１  子どもたち一人一人の「生きる力」を育みます 

（用語解説） 

※１ 自己肯定感：、自分のあり方を積極的に評価できる感情、自らの価値や存在意義を肯定できる感情などを意味する言葉 
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⑤別室登校生徒への学習機会の提供や居場所づくりとして、地域学校協働活動の一つである「地域未来

塾」の活用・充実を行い、学習及び教育相談を支援します。 

 
（２）「いじめ問題」対応の強化 

①「命を大切にする心」を育む教育の一層の充実を目指して、いじめ問題に関する教職員研修等を開催

し、子どものＳＯＳに気付く校内体制を確立します。 

②「生徒指導充実月間」及び「命を守る月間」の充実を図り、いじめの未然防止と早期発見・早期解決に

努めます。 

③更なる情報化の進展を見据え、ＳＮＳ※1 等が社会の中で果たす役割や影響、個人の責任等について学

ぶ、情報モラル教育の充実に努めます。 

 

（３）道徳教育・郷土学習の充実 

①発達の段階や特性等を踏まえ、指導内容の重点化を図り、全体計画、年間指導計画の見直しを行い、

道徳教育の推進体制を充実し、教職員と子ども及び子ども相互の人間関係を深めるとともに、「特別の

教科 道徳」の充実を図ります。 

②郷土八代の恵まれた自然や伝統ある歴史・文化に触れ、体験することを通して、郷土を大切にする心

や態度を育むとともに、その価値を継承し、新たな文化を創造していこうとする態度の育成を図ります。 

（４）人権同和教育の推進 

①同和問題を始めとする様々な人権問題についての基本的認識を深め、教職員の実践的指導力を高め

るために、人権同和教育に関する各種研修会への教職員の参加体制の整備を行います。 

②八代地域で定められている毎月１１日の「人権を確かめあう日」には、各学校・園で研修・啓発を行いま

す。また、学校・園で人権集会等を行うことにより、幼児児童生徒の人権意識の高揚を図ります。 

③人権同和教育・啓発の実践活動となる「人権子ども集会・フェスティバル ｉｎ やつしろ」を通して、子ども

から大人まで、全ての人の人権意識の高揚を図ります。 

（５）環境教育の推進 

①小学校５年生を対象に水俣への現地訪問（「水俣に学ぶ肥後っ子教室」）を実施し、環境保全や環境

問題の解決に意欲的に関わろうとする態度の育成を図ります。 

②「学校版環境ＩＳＯ」の取組として、児童生徒が自ら考えて行動することで、環境に優しい心を育むととも

に、環境保全や環境問題の解決に意欲的に関わろうとする態度の育成を図ります。 

 

 

項 目 
参考 

(R１年度) 

現況 

(R２年度) 

目標 

(R７年度) 

全児童・生徒のうち新規不登校児童・生徒の占める 

割合（％） 
１．１ １．４ １．２ 

いじめの解消した割合（％） ９５．７ ９９．５ １００ 

 

 

基本目標１ 子どもたち一人一人の「生きる力」を育みます 

数値目標 

（用語解説） 

※1 ＳＮＳ：Social Networking Service の略で、インターネットのネットワークを通じて人と人をつなぎコミュニケーションが図れるよう 

に設計された会員制サービスのこと。フェイスブック、ツイッター、ライン、インスタグラムが有名。 
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基本方針４ 健やかな体の育成 

 

 

■基本的考え方 

子どもたちの心身の調和のとれた発達を図るため、生涯を通じて運動に親しみ継続的に運動が

できる資質や能力を育成することが重要です。そこで、本市では自らの健康や体力に関心をもち、

進んで健康維持と体力向上に努める子どもを育てます。 

適正で魅力ある「八代っ子クラブ※1」及び部活動を展開するためには地域人材の活用を図ると

ともに、発達段階に応じた適切な活動を行うことが大切です。 

また、子どもたちが健康な心身を育むには、望ましい食習慣の形成を図ることが重要であるため、

家庭・地域と連携し栄養、食材、調理、食品衛生などに関する知識と技術を身に付けさせる必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（用語解説） 

子どもたちが、生涯にわたり自ら進んで運動に親しみ、健康・安全で活力ある生活を送ることができ

るよう、体力・運動能力の向上や食習慣を始めとする生活習慣の改善、関係機関との連携による健

康教育を推進します。 

※1 八代っ子クラブ：児童のスポーツ・文化活動による心身の健全育成を主たる目的とし、これまで学校を中心に行われて 

きた八代市の部活動のよさを残しつつ、地域が中心となって活動を行っていく八代市方式の社会体育クラブのこと。 

139.0 138.9 139.0 138.8 

139.9 
138.9 

138.2 138.8 138.5 138.5 

34.9 
34.3 

34.3 34.1 

36.8 

34.9 
34.1 

34.6 34.9 
35.3 

25.0

27.0

29.0

31.0

33.0

35.0

37.0

39.0

130.0
131.0
132.0
133.0
134.0
135.0
136.0
137.0
138.0
139.0
140.0
141.0

H15 H20 H25 H30 R2

男 子

身長全国 身長八代 体重全国 体重八代

140.2 140.3 140.1 140.1 
141.5 

140.1 140.3 139.8 140.0 
140.5 

34.7 
34.4 

34.0 34.1 
34.5 

34.7 

34.9 
34.3 34.4 35.3 

25.0

27.0

29.0

31.0

33.0

35.0

37.0

39.0

131.0
132.0
133.0
134.0
135.0
136.0
137.0
138.0
139.0
140.0
141.0
142.0

H15 H20 H25 H30 R2

女 子

身長全国 身長八代 体重全国 体重八代

身長(㎝) 体重(㎏) 

体重(㎏) 身長(㎝) 

(年度) 

(年度) 

【身長・体重年次推移（１０歳）】 

基本目標１  子どもたち一人一人の「生きる力」を育みます 
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■主な施策 

（１）体力の向上と健康の保持増進 

①体育・保健体育の授業の指導を工夫・改善するとともに、地域や家庭と連携し、教育活動全体を通じて

子どもたちの体力の向上及び健康の保持増進に努めます。 

②学校保健安全法に基づく定期健康診断において、学校と家庭が連携し、診断後の治療の徹底を図りま

す。 

（２）適正で魅力ある部活動の充実 

①中学校部活動の運営においては、中学校部活動の指針「はばたけ、八代っ子」を順守し、学校や地域

の特色をいかした適正で魅力ある部活動を推進します。 

②中学校部活動の在り方について、中学校部活動改革検討委員会を立ち上げ、令和５年度からの休日

における部活動の段階的な地域移行に向けて、持続可能な部活動を目指します。 

（３）食育の推進 

①学校・家庭・地域、関係機関が連携した食に関する指導を工夫するとともに、子どもたちの教育活動に

「食」の意義や重要性を位置付け、食育推進校の取組を各学校で共有しながら、発達段階に応じた取

組を推進し、子どもたちの日常生活における実践力の育成に努めます。 

②子どもたちの実態を把握しながら、給食の時間を核として、食に関わる人々や地域とのつながりを大切 

にし、食べる楽しさを実感するとともに、感謝の心を育む生きた教材としての学校給食の充実を図ります。 

③食物アレルギーを有する子どもへの理解を深め、学校における食の安全・安心を確保するため、関係

機関と連携を図り、更なる推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 
参考 

(R１年度) 

現況 

(R２年度) 

目標 

(R７年度) 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果における 

全国平均以上の種目数 

（上段：小学５年生、下段：中学２年生） 

１０ ― １６ 

７ ― １８ 

基本目標１ 子どもたち一人一人の「生きる力」を育みます 

【高校生と小学生の交流体験活動 オクラの定植】 

数値目標 
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基本方針５ 特別支援教育の推進 

 

 

 

■基本的考え方 

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム※1 構築の理念に基づき、障がいのある子

どもとない子どもが、可能な限り同じ場で共に学ぶことを目指すとともに、障がいのある子どもの自

立と社会参加を見据えて、その能力を十分に伸ばす指導を行います。 

「八代市特別支援教育推進計画」(令和２年３月策定)を踏まえた教職員の専門性を高める研

修機会の充実、推進体制の充実等を図り、早期から一貫して、支援の必要な子ども一人一人の

教育的ニーズに対応した教育を目指します。 

 

【特別支援学級における児童生徒数及び学級数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な施策 

（１）幼稚園及び小・中学校における特別支援教育の充実 

①通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒への指導や支援については、学

校・園全体で特別支援教育に取り組む体制の構築や、「個別の教育支援計画」等の作成・活用の推進、

校内研修の充実、関係機関との情報共有や連携強化に取り組みます。 

②特別支援学級に在籍する児童生徒への指導や支援については、担当教員の専門性向上を図るほか、

経験の少ない教員へのサポート体制の整備、知識・技能を育む教育を推進します。 

③通級による指導を受ける児童生徒への指導や支援については、担当教員の自立活動の指導に関する

専門性向上を図り、「個別の教育支援計画」等を活用した指導等の充実に向けた取組を進めます。 

障がいのある子どもの自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援する視点に立ち、一人一人

の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活や学習の困難を改善し、又は克服するために、

適切な指導及び必要な支援を行います。 

児
童
生
徒
数
人
 

特
別
支
援
学
級
児
童
生
徒
数
人
␡
学
級
数
学
級
 

10,334 

9,456 9,421 9,277 9,220 9,165 

84
112 121 124 127 125

227

473

534
554

589 597

80

130

180

230

280

330

380

430

480

530

580

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

H24 H29 H30 R1 R2 R3

全児童生徒数 特別支援学級数 特別支援学級在籍児童生徒数(年度) 

（用語解説） 

※1（再掲）インクルーシブ教育システム：障がいの有無にかかわらず、全ての子どもがともに学ぶ仕組みのこと。 

 

基本目標１  子どもたち一人一人の「生きる力」を育みます 
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④支援が必要な児童生徒の個々の状況を十分に把握し、特別支援教育支援員の適切な配置に努めま

す。 

（２）八代支援学校における特別支援教育の充実 

①八代支援学校における特別支援学校教諭免許状所有率の向上を図るとともに、研修の機会や質の充

実を図ります。  

②看護師配置の在り方の検討を進めるほか、医療的ケアの実施体制の整備や八代支援学校のノウハウ

を生かした小・中学校等への支援を進めます。 

③障がいのある児童生徒等の教育的ニーズに応じた適切な教育を提供していくため、八代支援学校が教

育上の高い専門性をいかしながら市内の小・中学校等を積極的に支援し、センター的機能を発揮して

いきます。 

（３）特別支援教育を推進する体制の整備 

①特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒の能力や可能性を伸ばし、自立と社会参加に向けた主

体的な取組を支援するため、関係者で構成する特別支援連携協議会を設置し、総合的な支援体制の

整備を目指します。また、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支

援教育を専門家チームや巡回相談員と連携しながら推進します。 

②八代市教育サポートセンターで「特別支援教育相談事業」を実施しており、各学校・園からの要請・依

頼に応じて、「特別支援教育アドバイザー」が学校・園を訪問し、助言や援助を行います。 

③関係機関と連携のもとに、早期から就学相談や教育相談を受けられる体制の充実を目指します。 

④通常学級と特別支援学級や八代支援学校との交流や共同学習を推進します。また、幼児児童生徒一

人一人のニーズに対応した特別支援教育の充実を図る観点から、ＩＣＴ環境の整備と効果的な活用を

推進します。 

 

（４）保護者、地域及び関係機関との連携 

①保護者等に対する特別支援教育就学説明会の開催や、八代市ＰＴＡ連絡協議会との教育懇談会、各

学校のＰＴＡ総会及び各園の後援会総会において、特別支援教育に関する資料を配付するなど、保護

者や地域等に、特別支援教育の理解促進につながる機会を設けます。 

②障がいのある児童生徒等や家族が安心して過ごせる環境をつくります。教職員が必要に応じて情報提

供できるよう、関係機関との連携を強化します。また、個別の教育支援計画の活用促進により、適切な

教育的支援の共有を図ります。 
 

 

 

 

 

 

基本目標１ 子どもたち一人一人の「生きる力」を育みます 

数値目標 

項 目 
参考 

(R１年度) 

現況 

(R２年度) 

目標 

(R７年度) 

配慮を要する児童生徒において個別の教育支援計

画が作成された割合（％） 

（上段：通常学級、下段：特別支援学級） 

６４ ７０ ８０ 

１００ １００ 
１００ 

を維持 

個別の教育支援計画の引継ぎが行われた割合（％） １００ １００ 
１００ 

を維持 
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■基本的考え方 

「八代型小中一貫・連携教育」の定義は、「子どもたちの『生きる力』を育むため、義務教育９年

間を見通した小中共通の目標（めざす子ども像等）、指導内容及び指導方法等を共有し、中学校

区の実態に応じて、小中相互に連携・交流し合いながら、育ちと学びの連続性を図る教育」です。 

この定義に基づき「全中学校区共通７つの取組～『やつしろスピリッツ』を基盤として～」を推進し

ていきます。 

 

  【やつしろスピリッツ】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                ＋ 

 

 

 

□ 各中学校区の特色ある取組 

（学校と地域の強みを生かして） 

■全中学校区共通７つの取組 

１ グランドデザインを策定し、「めざす子ども像」を明らかにし

て推進します。 

２ 全市小中学校で連携コーディネーターを位置付け、推進

の充実を目指します。 

３ 「推進委員会」を組織して、合同研修会や専門部会等の

計画立案を行い、改善しながら推進します。 

４ 「先生をつなぐ取組」を実施します。 

○ 小中合同研修会 

○ 相互乗り入れ授業の推進 

○ 情報交換会 

５ 「子どもをつなぐ取組」を実施します。 

○ 小中合同行事 

○ 小学校高学年による中学校体験活動 

○ 児童会、生徒会の交流活動 

６ 「地域とつなぐ取組」を実施します。 

○ 情報発信 ［連携だより・学校だより・啓発リーフレット］ 

○ 小中連携ＰＴＡ活動 

○ 住民自治との連携 

７ ９年間を見通して「３つの年間計画」を作成します。 

○ 小中一貫・連携カリキュラム 

○ 学習、生活、家庭学習指導計画（各手引き等も含む） 

○ 人権同和教育指導計画 

基本目標２  学校環境の整備により学校・幼稚園の教育力を高めます 

基本方針６ ９年間を見通した「八代型小中一貫・連携教育」の推進 

子どもたちの心身の発達に応じた適切な指導の在り方として、より多くの効果が期待できる「八代型

小中一貫・連携教育」を全ての小・中学校で推進します。義務教育９年間を見通した系統的・継続的

な学習指導や生徒指導を行い「生きる力」を育み、家庭・地域と一体となった推進を目指します。 
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49.5%

56.6%

53.2%

54.2%

29.6%

27.9%

29.3%

27.4%

13.8%

9.5%

11.3%

11.3%

7.1%

6.0%

6.2%

7.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

R2

H31

H30

H29

楽しみ どちらかといえば楽しみ どちらかといえば楽しみではない 楽しみではない

 

【「八代型小中一貫・連携教育」に係る意識調査設問「中学生になるのが楽しみですか」集計 小学校６年生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な施策 

（１）小・中学校教職員による協働体制の整備 

①小・中学校の教職員がお互いの教育の在り方及びつながりを理解し合い、相互に連携・協力して児童

生徒理解を深め、協働によるきめ細かな指導を充実し、学力の向上及び学校生活への適応力の向上

を図ります。 

（２）９年間の育ちと学びをつなぐ指導の充実 

①義務教育９年間を見通した系統的・継続的な学習指導や生徒指導を行い、確かな学力、豊かな心、

健やかな体などの「生きる力」を育みます。 

（３）保護者・地域と一体となった学校応援団づくり 

①学校・家庭・地域の連携・協働体制の定着により、保護者や地域と一体となった教育環境づくりを推進

し、地域の特色をいかした教育活動を展開するとともに、その地域ならではの特色ある学校づくりを進め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 
参考 

(R１年度) 

現況 

(R２年度) 

目標 

(R７年度) 

「中学生になるのは楽しみですか」項目の割合（％） ８４．５ ８１．４ ８５ 

基本目標２ 教育環境の整備により学校・幼稚園の教育力を高めます 

【中学生と小学生の交流】 

(年度) 

数値目標 
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■基本的考え方 

教職員には、子どもたち一人一人の個性や能力、可能性を伸ばし育てるとともに、様々な教育

課題に適切に対応できるよう、資質向上に努めることが求められています。 

このため、授業力や多様な教育課題への対応力等、教職員の資質と実践的指導力の向上に

資するよう、人材育成及び教育現場における様々な支援を行います。 

あわせて、「学校における働き方改革アクションプラン」の実施により、教職員が子どもたちと向き

合う時間を生み出し、より質の高い教育活動を展開するために、教職員の業務の効率化に取り組

みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な施策 

（１）教職員の人材育成 

①教職員がタブレット端末や電子黒板などのＩＣＴ機器を活用して子どもたちの興味を引きつけ、分かりや

すい授業を行うとともに、児童生徒一人一人が学習の状況に応じてタブレット端末を活用することができ

るように、指導技術及び授業構想力の向上に取り組みます。 

②学校訪問や校内研修推進事業で、学校・園経営への助言を行ったり、授業方法の指導を行ったりする

ことで、教職員の資質の向上を図り、組織力・授業力の向上に努めます。 

③学力向上や不登校の未然防止など教育課題対応型の研究活動を行い、所属校において指導力を発

揮できる人材の育成を目指します。 

基本目標２  教育環境の整備により学校・幼稚園の教育力を高めます 

基本方針７ 教職員の資質・指導力の向上 

子どもたちと向き合う時間の確保に努めるとともに、子どもたちの「生きる力」を育むために、管理職

のリーダーシップの下、組織力の向上を図り、研修の充実などにより教職員の資質・指導力の向上を

図ります。 

【八代市情報教育研修会（タブレットパソコン活用研修会）】 
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④若手教職員の人材育成のための研修会を行うことで、次世代を担う教職員の資質・指導力の向上を図

ります。 

（２）教育活動の支援 

①教育サポート事業により、教育サポーターが学校経営や授業の進め方等へのアドバイスを行い、組織

力・授業力の向上及び教職員の資質向上を図ります。 

②今日的課題の調査や研究を通して課題改善を図るため、研究部会を設置し、その成果を八代市内の

学校へ発信することで、教職員の指導力の向上に寄与します。 

③研究部会事業により作成した副読本の活用推進を図り、教職員の授業力の向上を図ります。 

 

（３）教職員の業務効率化の推進 

①「学校における働き方改革アクションプラン」の実施により、教職員が子どもたちと向き合う時間を生み出

し、より質の高い教育活動を展開するため、学校行事や会議・研修等の精選、業務のデジタル化の推

進等に取り組み、教職員の業務の効率化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

【教育サポートセンター研究部会作成の副読本（令和３年度よりデータにて配付）】 

 

 

 

 

 

 

項 目 
参考 

(R１年度) 

現況 

(R２年度) 

目標 

(R７年度) 

勤務時間外在校等時間が月４５時間以上の教職員

の割合（％） 
３７．３ ３７．１ 

０％に向け前

年度より減少 

「昨年度と比べ、子供たちと向き合う時間が増えたと

思う」と回答した教職員の割合（％） 
３５．０ ３７．０ 

８０％に向け

前年度より増加 

基本目標２ 教育環境の整備により学校・幼稚園の教育力を高めます 

数値目標 
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■基本的考え方 

少子高齢化や高度情報化、グローバル化が進行し、格差の再生産や固定化が懸念されるなど、

多様で変化の大きい社会における教育的ニーズに対応し、教育効果を高めるため、教育環境を

整備し、教育活動を支援する取組を充実する必要があります。 

子どもたちに等しく望ましい教育を受ける機会を提供するため、学校規模適正化を進めるととも

に、学校支援職員等の配置、ＩＣＴ環境の充実等、質の高い学習環境の整備を推進します。 

また、経済的理由等により就園、就学が困難な子どもたちに対する支援に取り組みます。 

さらに、未来を担う子どもたちの学びを地域とともに支援するため、基金の募集・活用に取り組み

ます。 

 

■主な施策 

（１）学校支援職員等の配置 

①学校図書館支援員、特別支援教育支援員、生徒指導支援員、幼稚園保育支援員、看護師を学校・

園のニーズに応じ配置し、学校・園の教育活動の充実を図ります。 

②理科支援員を小学校に派遣し、３～６年生の理科の授業を支援（観察・実験、理科室の環境整備、教

材開発等）します。 

③日本語指導員を配置し、日本語指導が必要な児童生徒に対し、学習支援の充実を図ります。 

④ＡＬＴ及び英語支援員を各学校に派遣し、小・中学校における外国語教育の充実や国際理解教育の

推進を図ります。 

 

（２）学校ＩＣＴ環境の充実 

①分かりやすく質の高い授業を実現するために、児童生徒の基礎学力を高める学習支援ツールを活用す

るとともに、特別教室や少人数教室への大型提示装置の導入を進めます。 

②学校のニーズに応じ、ＩＣＴ授業サポーターを学校等に派遣し、ＩＣＴを活用した教育活動の充実を図りま

す。 

③タブレット端末の活用を通じて、目指す学びの姿やその実現のための方策を、学校と家庭が共有・連携

することが必要です。家庭でのインターネット環境は調べ学習や学校休業時の連絡ツールとして必要度

基本目標２  教育環境の整備により学校・幼稚園の教育力を高めます 

基本方針８ 学びを支える教育環境の整備 

教育効果を高めるため、学びを支える人的環境やＩＣＴ環境の更なる充実を図ります。本市における

「学校規模適正化基本方針」（平成２３年１月策定）に基づき、それぞれの地域特性を考慮し、望まし

い教育環境の整備を推進します。 
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は増していることから、保護者に情報教育の必要性や教育内容の変化について認識してもらえるよう、

保護者を対象とした講演会・研修会を実施するなど、家庭でのインターネット環境の整備につながる情

報教育啓発を図っていきます。 

③令和４年３月に策定した「八代市ＥｄＴｅｃｈ
エ ド テ ッ ク

※1推進計画」を踏まえ、推進体制の充実等を図り、教育の情

報化推進のための環境をバランスよく整えます。 

（３）幼稚園・学校規模適正化の推進 

①「八代市立学校規模適正化基本計画第２次計画」を策定し、学校の規模適正化に努めることにより、

子どもたちにとってよりよい教育環境の整備を進めます。 

②「八代市立学校規模適正化基本計画第２次計画」に先行して、令和２年度から市立幼稚園の規模適

正化等について審議会で検討しており、これを踏まえ「八代市立幼稚園規模適正化等基本計画」を策

定し、市立幼稚園のよりよい教育環境と効果的な幼稚園教育の実現を進めます。 

③適正化の対象となる地域については、保護者や地域住民に対し丁寧な説明を行い、十分に意見を聞

き、理解を得ながら進めるよう努めます。 

（４）就園、就学等への支援 

①子どもの貧困対策については、福祉部門と連携しながら経済格差が教育格差につながらないよう就学

援助、学習支援等を行い、子どもたちの教育環境の安定と健全育成を図ります。 
 

②経済的理由により高等学校、大学等に就学することが困難な子どもたちに対し、奨学金の貸与により、

教育を受ける機会を提供し、人材の育成を図ります。  

③学校の統廃合等により通学が困難になった児童生徒及び特別支援学校における通学支援は必要な

児童に対してスクールバスの運行や通学費用の補助を行うことにより、児童生徒の安全・安心な通学

環境を確保します。 
 

（５）八代市学校・子ども教育応援基金の活用 

①未来を担う子どもたちの学びを地域とともに支援するため、八代市学校・子ども教育応援基金への寄附

を募り、同基金の活用により、いじめ・不登校対策に関する事業等に取り組みます。 

 

 

項 目 
参考 

(R１年度) 

現況 

(R２年度) 

目標 

(R７年度) 

学校情報化優良校の認定校の割合（％） ０ ０ １００ 

教師用ノートパソコンのタブレット端末への入替率（％） ０ ０ １００ 

特別教室、少人数学級への大型提示装置とアクセス

ポイントの整備率（％） 
０ ０ １００ 

基本目標２ 教育環境の整備により学校・幼稚園の教育力を高めます 

（用語解説） 

※1（再掲） EｄTech：Education（エデュケーション）と Technology（テクノロジー）を組み合わせた造語であり、教育分野にテクノロ

ジーの力を入れることで変革をもたらすことを意味する。 

数値目標 
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■基本的考え方 

子どもを犯罪や事故の被害から守るためには、学校や地域の実情等に応じた学校の安全管理

体制の整備、施設設備の整備、教職員の一層の危機管理意識の向上と併せて、子どもの安全を

地域全体で見守る体制の整備と実践的な安全教育の充実が必要となっています。また、平成２８

年熊本地震、令和２年７月豪雨を契機として、災害時に適切に対応する能力の基礎を培う防災

教育の必要性も高まっています。 

学校施設は、これまで体育館や武道場の天井材や照明器具等の非構造部材における落下防

止対策等を実施してきました。引き続き、校舎における非構造部材の耐震改修を推進していきま

す。また、誰もが利用しやすい施設にするためのバリアフリー化、衛生環境改善としてのトイレ洋式

化、更に省エネに取り組みながら教室の照度を確保するため、照明器具のＬＥＤ化を進めることで

教育環境の向上を図ります。 

次に、学校施設の建物は６５％以上が築３０年以上を経過し、老朽化が進んでいることから、施

設の老朽化対策や長期的に使用するため、八代市学校施設等整備保全計画(令和元年１０月策

定)に基づき、長寿命化改修を計画的に実施していきます。また、小学校３５人の学級編制や特

別支援教育等、多様化する学習環境に対応した施設整備を進めていきます。 

一方で、学校施設は災害発生時には地域の避難所としての役割を果たすことから、誰もが安心

して避難することができるよう、防災機能の強化・充実にも取り組みます。 

学校給食施設については、単独調理場及び共同調理場の計１４施設のうち８施設が建築後３０

年以上経過し、老朽化と衛生管理面に対する早急な対策が求められていることから、計画的な施

設整備を検討する必要があります。また、運営形態についても、市直営方式、財団法人委託、民

間委託が混在した状況にあり、運営形態の在り方について検討する必要があります。 
 

 

■主な施策 

（１）安全教育・防災教育の推進 

①防災教育の充実や実践的な避難訓練等の実施により、マイタイムライン（一人一人の避難行動をまと

めた防災計画）の活用を行うなど自ら安全な行動がとれる子どもを育成します。 

②防災主任を核として、家庭・地域と連携した防災の体制を構築し、学校防災マニュアルを作成・見直し

（改善）するとともに、地域全体の危機管理意識の向上を図ります。 

③学校等における危険予測学習の推進により、危険予測・回避能力を育成し、交通安全及び生活安全

教育の充実を図ります。 

基本目標２  教育環境の整備により学校・幼稚園の教育力を高めます 

基本方針９ 安全・安心な学校づくりの推進 

安全教育・防災教育の充実と防災管理の徹底を推進します。また、子どもたちが安全・安心及び快

適な環境で学び、生活できるようにするため、学校施設の耐震化及び機能向上や老朽化対策など施

設の充実を推進するとともに、災害時の避難所機能の強化を図ります。 
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④学校及び教育委員会と道路管理者、警察等が連携し、通学路の危険箇所について対策を実施し、子 

どもたちの安全確保に努めます。 

（２）学校施設非構造部材耐震化等の推進 

①外壁や天井材、照明器具など非構造部材の耐震化について計画的に行い、施設の安全性を高めます。 

②学校施設の屋外トイレや屋外照明の整備や体育館等へのエアコンの整備等により、防災機能の一層の

強化を図り、学校施設の避難所機能の強化・充実に取り組みます。 

  

①教育環境の改善を図るために、施設のバリアフリー化やトイレの洋式化、照明器具ＬＥＤ化を推進します。 

②施設の老朽化が進み、適切な施設整備を行う必要があることから、老朽化対策や長期的な使用を図

るため、長寿命化改修など計画的な施設整備に努めます。 

③小学校３５人学級や特別支援教育など多様化する学習環境に対応した施設整備を進めます。 

（４）学校給食施設の再編整備・運営形態の見直し 

①学校給食施設の老朽化や学校給食衛生管理基準への対応を図り、安全で安心な給食を提供するた

め、現１４施設の再編を含めた整備計画を策定し、計画的に施設整備を行います。 

②市直営方式、財団法人委託、民間委託の運営形態が混在した状況にあります。将来予想される少子

化の進行、厳しい財政状況の中で、事業コストの削減、管理体制の強化のため、運営形態の見直しを

検討します。 

 

 

 

 

 

項 目 
参考 

(R１年度) 

現況 

(R２年度) 

目標 

(R７年度) 

非構造部材である外壁の点検実施率（％） ０ １１．１ １００．０ 

小中学校トイレの洋便器率（％） ４０．６ ４１．０ ６６．９ 

 

 

 

 

基本目標２ 教育環境の整備により学校・幼稚園の教育力を高めます 

（３）学校・幼稚園施設の整備・充実 

数値目標 
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■基本的考え方 

近年、少子高齢化やグローバル化の進展に伴う激しい社会環境の変化の中で、価値観やライ

フスタイルは多様化しています。地域においては、人々が集う機会が減少し、互いに支え合う意識

や、学校や地域活動への参加意識が弱まるなど、地域の教育力の低下を招いています。学校に

おいては、いじめや不登校、貧困などを始め子どもを取り巻く問題が複雑化・困難化しており、学校

と地域それぞれの課題を解決するためには、地域も学校もそれぞれの強みをいかし、互いに補完

し合いながら、子どもたちを社会全体で育てていく環境づくりが求められます。 

幅広い地域住民等の参画により、学校と地域が連携・協働して、地域全体で未来を担う子ども

たちの成長を支え、「地域の子どもは地域で守り育てる」気運を高めていきます。さらに、地域と学

校がビジョンや課題、情報等を共有し、熟議し、意思を形成する場であるコミュニティ・スクール（学

校運営協議会）の導入及び充実を図り、「地域とともにある学校づくり」・「学校を核とした地域づくり」

を目指していきます。 

 

■主な施策 

（１）地域学校協働活動推進事業の充実 

①八代市地域学校協働本部を中心とした地域学校協働活動を全ての小・中・特別支援学校に推進しま

す。 

②学校・家庭・地域が連携し、相互補完をしつつ、子どもたちの教育を一体的に支援するため、地域学校

協働活動推進員（地域コーディネーター）を配置し、学校における働き方改革につながるような取組を

推進します。 

③経済的な理由や家庭の事情により家庭での学習が困難な児童・生徒への対応策として、教職員ＯＢな

どによる学習支援を行い、小中学校における学力向上等を図るため、地域未来塾を推進します。 

④放課後、帰宅するまでの時間を活用し、子どもたちの学習意欲の向上や遊びを通した地域社会との交

流を図り、子どもたちの安全・安心な活動拠点を設けるため、放課後子ども教室を推進します。 

（２）コミュニティ・スクールの導入及び充実 

①令和４年度末を目途に、全ての八代市立学校・幼稚園において、コミュニティ・スクールの導入を図りま

す。 

基本方針１０ 学校・家庭・地域の連携・協働 

学校・家庭・地域、各種団体などが連携し、情報交換や相談体制の整備を進めるとともに、本の読

み聞かせ活動や登下校の見守りなど、地域における子どもの安全・安心な居場所づくりに努め、地域

社会全体で子どもたちを守り育てる環境を整えていきます。 

基本目標３  学校・家庭・地域の協働により社会全体の教育力を高めます 
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②学校運営協議会が学校（園）運営に関する基本方針の承認等を行うことにより、学校・園において地域

等の理解・協力を得た教育活動等の実施を図ります。 

 

（３）ボランティア人材の確保 

①市立小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園の教育活動を支援するため、八代市地域学校協働

活動ボランティア人材バンク制度を設置し、運用を図ります。 

②ボランティア人材の育成及び確保を図るため、各種研修会等を実施していきます。 

 

 

 

 

 

項 目 
参考 

(R１年度) 

現況 

(R２年度) 

目標 

(R７年度) 

地域学校協働活動カバー率（％） ２５ ７１ １００ 

地域学校協働活動ボランティア数（人） １，６０９ ２，６１７ ５，０００ 

人材ボランティア登録者数（人） ０ １０ ３０ 

 

 

 

 

 

 
  

基本目標３  学校・家庭・地域の協働により社会全体の教育力を高めます 

数値目標 
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■基本的考え方 

近年の核家族化、少子化など、家庭や家族を取り巻く社会状況の変化の中で、家庭の教育力

の低下が指摘されています。様々な環境の変化により友人関係や家庭・学校のことなどで悩みを

もつ子どもたちや、子育てで悩みをもつ保護者が増えていることから、幼児、児童、生徒、保護者

などの不安や悩みの解消を図るために、親の学びプログラムなどを活用して、家庭と学校をつなぐ

家庭教育の支援の取組に努める必要があります。 

保護者などに計画的、継続的に子どもの教育についての学習を行うことを目的に開設している

家庭教育学級は、市町村合併した当時に比べ増加したものの、近年はほぼ横ばいの状況にあり、

今後も家庭教育の充実を目指し、学級開設の促進を図っていきます。 

また、いじめ・不登校等を始めとする教育的諸問題について、幼児、児童、生徒、保護者、学校

関係者の相談に応じ、その解決を図るため支援・助言を行っていきます。 

 

■主な施策 

（１）家庭教育の充実 

①家庭教育学級が効果的に運営できるよう支援していくとともに子育て等に関する研修会の開催や親の

学びプログラムを活用し、家庭における教育力の向上を図ります。 

②家庭教育学級未開設の保育園・幼稚園・小学校・中学校に、家庭教育学級開設への働きかけを行い、

家庭教育学級の内容の充実を図ります。 

（２）保護者への支援 

①子ども支援相談事業で、子ども支援相談員が子育てに関する保護者等の相談に応じ、不安や悩みの

解消に努めます。 

 

 

項 目 
参考 

(R1 年度) 

現況 

(R２年度) 

目標 

(R７年度) 

家庭教育について学んだ園・学校の割合（％） ６８．６ ５１．９ ７０．０ 

市が開催する研修会等の参加者数（人） １４９ ― ２００ 

基本方針１１ 家庭における教育力の向上 

それぞれの家庭が置かれている状況やニーズを踏まえつつ、子育てに関する学習機会や情報の

提供など生涯学習の視点に立った家庭における教育力の向上を目指します。 

基本目標３  学校・家庭・地域の協働により社会全体の教育力を高めます 

数値目標 
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■基本的考え方 

人間関係の希薄化、地域における地縁的なつながりの希薄化などにより、子どもの成長を支え

る「地域の教育力」の低下が指摘されています。さらには、子どもたちの学習意欲の低下や、基本

的な生活習慣が身に付いていないこと、自然体験等の体験活動や読書活動の不足、学力や体力、

コミュニケーション能力の低下などの子どもたちに関わる課題も挙げられています。 

社会教育団体については、組織人員の減少を食い止めるとともに、会員の参加、活動意欲を高

めるなど、社会教育団体が主体となって課題の解決や事業が行えるように継続的に支援する必

要があります。 

まなびフェスタ（地域世代間交流事業）※1 については、事業内容が固定化し新鮮味が薄れつつ

あることから、プログラムなどを検討し、多くの地域住民の参加が得られるような工夫が行えるよう

支援する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

【まなびフェスタやつしろ（体験活動）】 

 

 

 

（用語解説） 

※1 まなびフェスタ：市民の生涯学習への理解を深めるとともに学習意欲の向上と学習活動への参加を促進するため、本市に

おける様々な学びの機会や学びの場及び活動を紹介し、学習成果の発表を行っている。また、家庭と学校、地域社会が

つながり、活動することにより、世代間交流や地域間交流を活性化し、よりよい人づくり・まちづくりにつなげることを目的とし

ている。 

基本目標３  学校・家庭・地域の協働により社会全体の教育力を高めます 

基本方針１２ 地域における教育力の向上 

地域世代間交流などを推進しながら、学校・家庭・地域のつながりを大切にするとともに、社会教育

団体の育成に努め、相互に連携しながら、地域における教育力の向上を目指します。 
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■主な施策 

（１）地域（団体）で子どもを守り育てる活動の推進 

①住民自治組織である「地域協議会」などと連携を図りながら、地域社会のなかで、心豊かで健やかな子

どもを守り育てる活動を推進していきます。 

②地域の住民や地域協議会等の地域団体と連携し、家庭や学校では体験できない自然体験活動や地

域世代間交流を通じ、青少年の健全育成を図っていきます。 

（２）社会教育団体の育成 

①社会教育団体（八代市地域婦人会連絡協議会・八代市ＰＴＡ連絡協議会・八代市子ども会連合会等）

について、自らの学びを地域に還元する手法や活動の場の提供等の支援を行っていきます。 

②社会教育団体が主体となって課題の解決や事業が実施できるよう、側面的に指導・助言等を行ってい

きます。 

（３）まなびフェスタやつしろの充実 

①社会教育団体等との連携を深め、まなびフェスタやつしろの内容を充実させ、多くの来場者が見込める

ように工夫、改善を図っていきます。 

 

 

 

項 目 
参考 

(R１年度) 

現況 

(R２年度) 

目標 

(R７年度) 

まなびフェスタ来場者数（人） １，２６６ ― １，３００ 

まなびフェスタ参加団体数（ステージ発表・展示・ 

体験等）（団体） 
２６ ― ２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標３  学校・家庭・地域の協働により社会全体の教育力を高めます 

数値目標 
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■基本的考え方 

医学の進歩、医療体制の充実、生活水準の向上等により、人生１００年時代の到来が予測され、

また、社会の情勢は、グローバル化や情報化社会の進展等急速に変化しています。このような時

代に対応するため、市民一人一人が生涯にわたって生きがいをもち、心豊かな生活を送れるよう

多様な学びの機会を提供することが求められています。 

子どもたちの社会性や豊かな人間性の育成を図る上で重要な自然体験活動などの機会が減

少しています。少子高齢化の時代に青少年の健やかな成長を支えることは社会全体の責任であ

ることや青少年の問題は大人社会の反映であることを踏まえ、青少年体験活動事業を進めていく

必要があります。 

また、同和問題を始めあらゆる人権問題の解決に向けて、地域・学校・関係機関等の多くの

人々と連携・協働しながら、全ての人の多様性が尊重され、人権が大切にされるまちづくりを進め

ていく必要があります。 

 

 

  【主催講座（おでかけ公民館講座・公民館講座・公民館講座ＷＥＢ版）数】 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ R１ R２ 

２２ ３２ ２８ ３６ ２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【キッズチャレンジ 2019 アウトドアスクール】 

基本目標４  生涯を通じて楽しく学べる充実した環境を提供します 

基本方針１３ 生涯を通じた学習活動の推進 

八代市公民館、図書館、博物館、学校など施設間の連携を図り、時代の変化や市民のニーズに

沿った多様な学習機会、学習情報の提供を行い、その学習活動を通じて、住民主体の地域活動や

新たな学習の促進を図ります。 
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■主な施策 

（１）生涯学習推進体制の充実 

①市民の多様な学習ニーズに対応するため、生涯学習の推進役となる社会教育士（社会教育主事）や

親の学びトレーナーの育成等、生涯学習推進体制の充実を図ります。 

（２）時代の変化に応じた多様な生涯学習機会の提供 

①多様化・高度化する市民や地域の学習ニーズに対応し、幅広い世代が参加しやすい講座の開設に努

めます。また、時代の変化に応じたスキルが学べるリカレント教育※1 や誰一人取り残さないデジタル社会

実現に向けた学習活動等に取り組んでいきます。 

②公民館、図書館、博物館、学校などの施設の連携を図り、生涯を通じて自らにあった講座を選んで学

習できるよう、様々な講座や学習の機会を提供していきます。また、これまで同様に地域の要望に応じ

た公民館講座を校区コミュニティセンター等において開催していきます。 

③次代を担う青少年の健全な育成を図るため、日常では体験できない野外活動を取り入れた青少年活

動に取り組みます。 

④差別のない明るいまちづくりを目指すために、社会人権教育の一環として、同和問題を始め、女性、子

ども、高齢者、障がい者、外国人や新型コロナウイルスに感染された方などに対する偏見や差別意識な

どに関して理解が深められるよう各種の学習機会を設け、市民一人一人の人権意識の高揚に努めると

ともに、人権尊重の視点に立った取組を推進していきます。 

（３）生涯学習情報の提供 

①広報やつしろ、コミュニティセンターだより、市ホームページやＳＮＳなどを活用し、様々な情報を発信し

ていきます。 

②幅広く生涯学習を推進していくため、各分野の指導者の開拓などを行い、生涯学習指導者名簿の充実

を図ります。 

 

 

 

 

（用語解説） 

※1 リカレント教育：生涯にわたって繰り返し学び続けていくことであり、学校教育からいったん離れたあとも、キャリア形成や子

育て中・子育て後の就労等、それぞれ必要なタイミングで学び直し、仕事で求められる能力を磨き続けていくための社会人

の学びのこと。 

基本目標４ 生涯を通じて楽しく学べる充実した環境を提供します 
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項 目 
参考 

(R１年度) 

現況 

(R２年度) 

目標 

(R７年度) 

親の学びトレーナー登録者の割合（％） １００ １００ １００ 

八代市公民館利用者数（人） ４１，７０６ １１，６６１ ４０，０００ 

受講者満足度（％） ９８．２ ９４．５ ９７ 

リカレント教育に関する講座等への参加者数（人） ０ ０ ２７０ 

デジタル社会実現に向けた講座等への参加者数（人） ９４ ８０ ２７０ 

生涯学習指導者名簿登録者数（人） ９１ ８５ ９３ 

数値目標 
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■基本的考え方 

本市においては、平成２７年度から更なる図書館サービスの充実等を図るため、指定管理者制

度を導入しています。また、開館時間の延長による利用機会の拡充や学校や地域での出張おは

なし会や講座の実施等による読書活動の推進を行うなど、利用者サービスの向上に努め、来館者

数、利用登録者数、貸出利用者数、貸出冊数など順調に増加へと推移してきました。  

しかしながら、新型コロナウイルスの発生により、感染対策の観点から休館や人数制限を行った

ことから、来館者数等が極端に落ち込みましたが、県内でいち早く平成２７年度から導入した電子

図書の利用者数は、顕著に伸びており、幅広い世代への利用促進のため、新しい生活様式の実

践に取り組んでいきます。 

今後も、市民に親しまれることはもとより、市民の生涯学習及び文化活動に寄与できる図書館と

して、図書資料を充実し、質の高い図書館サービスを行います。また、移動図書館の運行や各種

行事、講座、図書展示等を通じて読書活動の普及を図り、朗読や読み聞かせボランティアなど関

係団体等の協力を得ながら、乳幼児から高齢者まで、外国人や障がい者を含めた全ての市民の

読書活動の推進を図っていきます。 

 
【図書館利用状況の推移】 

 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

利用登録者数（人） 55,529 57,463 60,055 61,760 62,564 

貸出利用者数（人） 110,349 118,801 119,719 110,686 72,233 

貸出冊数（冊） 503,060 550,429 543,775 505,257 344,327 

 

    【図書館来館者数の推移】 

 

  

  

   

  

  

 

 

基本目標４  生涯を通じて楽しく学べる充実した環境を提供します 

基本方針１４ 人を育む図書館づくりの推進 

郷土を拓く人材の育成を図るため、多様化した市民のニーズに応えるとともに、市民に親しまれ、市

民の生涯学習活動に貢献する図書館づくりを進めます。 

494,750 

531,828 539,301 

584,170 

364,155 
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■主な施策 

（１）読書活動の推進 

①市民・ボランティア・民間団体等との協働による図書館運営を進めながら、更なる読書活動の推進を図

ります。 

②子ども読書活動では、「八代市子ども読書活動推進計画【第二次】」（平成３１年３月策定）を踏まえ、

学校図書館や就業前施設、図書館ボランティア等と連携を図りながら取り組みます。 

③絵本の読み聞かせを通して、赤ちゃんの「こころ」と「ことば」を育む時間や保護者の心が安らぐ時間をつ

くるため、７カ月児健康診査に来た親子に赤ちゃん向けの絵本などをプレゼントする「ブックスタート」事

業を推進していきます。 

④児童生徒 1 人１台のタブレット端末を活用し、電子図書を閲覧できるような仕組みを推進します。 

 

（２）図書館資料の収集、保存、提供 

①図書資料等の貸出し傾向、蔵書のバランス等を総合的に勘案し、市民のニーズに沿った資料の収集、

保存、提供を図ります。特に、在住外国人が増加傾向にあることから、英語やそれ以外の言語で書か

れた絵本、児童書、一般書など、外国語資料の充実を図ります。 

②障がいのある方や高齢者など、誰もが利用しやすい環境を整えるため、大活字図書※1 や点字図書、マ

ルチメディア図書等、様々な種類の資料の整備を進めます。また、新しい情報の資料を充実させる蔵

書入替えに伴う除籍図書の保育園や学校等への配布など図書の有効活用を図ります。 

③遠隔地居住者への図書サービス提供の取組として、これまでの移動図書館「ともだち号」の運行に加え、

コロナ禍においても 24 時間いつでも、どこでも利用ができる電子図書の拡充に努め利用者の利便性の

向上を図ります。 

④郷土資料を取集、保存、発信していくため、デジタルアーカイブシステム※2 の導入を行います。 

（３）調査・研究、生涯学習や教育・文化活動への支援 

①調査・研究資料を整備し、効率的に提供することにより、市民の調査・研究活動を支援します。 

②図書館講座等の開催、学校からの社会科見学、職場体験等の受入れ等により、市民の生涯学習や教

育・文化活動を支援します。 

 

 

 

（用語解説） 

※1 大活字図書：弱視者（低視力者、高齢者など）にも読みやすいように、文字の大きさや行間等を調整し、大きな活字で組

み直した図書のこと。 

※2 デジタルアーカイブシステム：様々な資料をデジタル化し後世に貴重な資産として残すことを目的としながら、デジタル化

した資料を必要に応じて共有、活用できるようにするための仕組み。 

基本目標４ 生涯を通じて楽しく学べる充実した環境を提供します 
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項 目 
参考 

(R１年度) 

現況 

(R２年度) 

目標 

(R７年度) 

図書館来館者数（人） ５８４，１７０ ３６４，１５５ ５５０，０００ 

図書館貸出冊数（冊） ５０５，２５７ ３４４，３２７ ５３０，０００ 

図書館新規登録者数（人） １，７０５ ８０４ １，８００ 

ブックスタート配付率（％） ０ ９７．０ １００．０ 

おはなし会参加者数（人） ４，６６４ ３４１ ４，８００ 

電子図書利用者数（人） ９８５ ３，７９９ ５，５００ 

図書館講座参加者数（人） ９４３ ２９３ ９８０ 

【八代市立図書館本館】                  【移動図書館ともだち号】 

【図書館におけるおはなし会の風景】 

数値目標 

【八代市立図書館かがみ分館】             【八代市立図書館せんちょう分館】 
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■基本的考え方 

博物館が収集・保管する資料は、八代の先人たちが築いてきた歴史・文化の証であるとともに、

これからの未来を考えるための糧としてかけがえのない大切な意味をもっています。それらの遺産

を次世代に確実に継承し、光をあてることで郷土への誇りと愛着を育むことができ、同時に、地域

の外から人々を呼び込む魅力ある資源とすることもできます。 

また、各地の美術館・博物館が所蔵する優れたコレクションを紹介することにより、人々に感動を

与え、新たな文化創造への糧となるような事業の展開を目指します。 

博物館は、過去を学び、現在、そして未来を考える場となるため、各種展示事業や教育普及活

動に取り組み、社会教育機関としての役割を果たしていきます。 

 

 

【直近５カ年の年度別総入館者数】                                    単位：人 

 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

開館日数 ２６０ ２８９ ２０４ ２７０ ２５３ 

入館者数 

有 料 ６，１１９ １４，６８８ ５，８５７ ６，１２７ ２，１２７ 

無 料 １８，６８２ ２０，５７１ １４，０１２ ２０，５４０ ６，８６８ 

計 ２４，８０１ ３５，２５９ １９，８６９ ２６，６６７ ８，９９５ 

 無料のうち 

中学生以下 
５，３１１ ５，９０５ ２，８１３ ５，０４０ ２，３４０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【博物館 活動状況（常設展「昔の道具」を見学する子どもたちや学校への出前講座）】 

基本目標４  生涯を通じて楽しく学べる充実した環境を提供します 

基本方針１５ 文化の継承と創造に貢献する博物館づくり 

八代の歴史と文化への理解と愛着を育むため、関連資料を収集・調査研究し、展示や講座を通し

て、それらの価値を分かりやすく内外に発信します。あわせて、優れた芸術作品を鑑賞する機会を提

供し、本市の文化向上を図ります。 
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■主な施策 

（１）特別展覧会及び常設展示の充実 

①八代の歴史と文化に関する調査研究を進め、全国的な視点からその特色や文化財としての重要性を

解明して発信する特別展覧会を毎年開催し、市民の郷土理解を深めます。 

②各地の美術館・博物館が所蔵する個性豊かなコレクションを楽しむ展覧会を開催し、魅力あふれる文

化財や芸術作品との出会いの場を提供します。 

③常設展示では、国内有数の武家コレクションである松井文庫所蔵品を始め、美術工芸、考古、歴史、

民俗等のテーマごとに年４～５回の展示替を行い、常に違う展示を楽しめるよう充実を図ります。 

④コロナ禍の新しい生活様式に対応するため、講演会や展示解説のデジタル配信を行います。 

（２）調査研究活動の充実 

①八代城主松井家伝来の古文書群について、資料の調査・保管に努め、これらを解読した報告書の刊

行、展示により、広く内外に紹介していきます。 

②八代に関する資料の把握と調査に随時取り組み、特に日本遺産に関連する石工や八代平野干拓関

係資料の調査に力を入れます。 

（３）博物館収蔵品の充実と保存・継承 

①城下町に関わる武家関係資料や、全国に知られた工芸品である八代焼（高田焼）や肥後鐔、宮地の

手漉き和紙等、八代らしいコレクションの充実に努めます。 

②八代の歴史と文化を物語る貴重な資料を、確実に次世代に継承するため、適切な保存環境・施設の

維持に努めます。 

（４）博物館収蔵品を活用した教育活動の充実 

①八代の歴史にちなむ体験講座、古文書講座、学芸員や研究者による特別講演会等、子どもから大人

までを対象とした多彩な講座・講演会を開講します。 

②授業目的に応じた展示案内や博物館収蔵品を活用した出前講座、教職員の研修として地域の歴史や

災害の学習等、学校教育における郷土学習をサポートします。 

③博物館収蔵品検索システムの充実、動画配信等、ホームページやＳＮＳ等を活用し、デジタル化を推

進します。 

 

 

 

基本目標４ 生涯を通じて楽しく学べる充実した環境を提供します 

つば 
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【博物館 常設展示の充実（松井文庫展示室の様子）】    【博物館 収蔵品の充実（八代ゆかりの肥後鐔など）】 

     

 

 

 

 

 

 

 

【博物館古文書などの調査研究活動】              【博物館 収蔵品の保存・継承（収蔵庫の様子）】 

 

 

 

  

 

項 目 
参考 

(R１年度) 

現況 

(R２年度) 

目標 

(R７年度) 

博物館入館者数（人） ２６，６６７ ８，９９５ ２５，０００ 

特別展アンケートに満足と回答した人の割合（％） ９４ ９６ ９４ 

新たに収蔵した資料・作品数（件） ６ ９ １０ 

学校利用数（教職員研修、児童生徒見学、出前講座

等）（件） 
３０ ２８ ３０ 

講座・講演会等実施数（回） ２１ ４ ３０ 

収蔵品活用（貸出、閲覧、掲載等）数（件） ２８ ２４ ３０ 

 

 

 

基本目標４ 生涯を通じて楽しく学べる充実した環境を提供します 

つば 

数値目標 
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■基本的考え方 

本市の社会教育施設には、築後３０年以上を経過する図書館や博物館など、施設の整備・改

修の時期を迎える施設が数多くあります。そのような中で、今後も市民に安全で快適、便利な学習

環境を提供していくため、計画的かつ有効な施設整備などの充実・改善が重要な課題になってい

ます。 

市民の学習意欲に対処できる施設環境の整備と、地域活動に対応する社会教育センターの機

能、人口、地域特性などを考慮しながら、集約化を含め望ましい環境整備を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【八代市立博物館未来の森ミュージアム】 

 

 

基本方針１６ 社会教育施設の整備 

公民館を始め図書館、博物館などの社会教育施設については、市民の生涯学習の拠点として、計

画的な整備、改修などの環境整備を進めることが必要です。また、廃校した学校施設を利用している

社会教育センターについても、公民館、図書館、博物館とあわせて、八代市公共施設等総合管理計

画により、適正な維持管理を図ります。 

基本目標４  生涯を通じて楽しく学べる充実した環境を提供します 
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■主な施策 

（１）公民館施設等の整備・充実 

①市民が集い学びあう生涯学習の拠点となる八代市公民館の学習環境の整備を進めていきます。 

②安全で快適に利用できる環境を確保するため、計画的に改修を進めていきます。 

③老朽化の目立つ社会教育センター等については、八代市公共施設等総合管理計画により、適正な維

持管理を図ります。 

（２）図書館施設の整備・充実 

①図書館本館、せんちょう分館、かがみ分館においては、安全で快適に利用できる環境を確保するため、

老朽化した施設・設備の改修などを計画的に行います。 

②利用者のプライバシーに配慮した、より高度なサービス提供を目的としたＩＣシステム※1 などの図書館シ

ステムの機能向上を図ります。 

（３）博物館施設の整備・充実 

①博物館の展示、調査研究、収集保管の機能を維持するとともに、安全で快適に利用できる環境を確保

するため、経年劣化による施設・設備の補修を計画的に行います。 

②築後３０年を経過した博物館の大規模な改修工事を推進し、施設の長寿命化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【さかもと八竜天文台】                      【赤星公園（水竹居の館）】 

 

 

項 目 
参考 

(R１年度) 

現況 

(R２年度) 

目標 

(R７年度) 

ＩＣチップ導入冊数（図書館）（冊） ０ ０ ５０，０００ 

博物館施設の機能維持に必要な改修工事の実
施率（％） 

０ ０ １００ 

（用語解説） 

※1 ＩＣシステム：ＩＣチップとアンテナを紙製のタグとして生成したＩＣタグを蔵書へ貼付することで、図書資料の紛失や不明を防ぐ

だけでなく、図書業務の効率化によってレファレンス機能の充実とより高度な図書サービスの提供を行う。  

基本目標４ 生涯を通じて楽しく学べる充実した環境を提供します 

数値目標 
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■基本的考え方 

本市には、松浜軒や水島、八代城跡を始めとする史跡や名勝、ユネスコ無形文化遺産に登録

された八代妙見祭や久連子古代踊りに代表される民俗文化財、日本遺産に認定された干拓樋

門や石橋など、各地域の歴史に育まれた数多くの歴史文化遺産があり、その保存と活用に努めて

います。 

文化財はその価値を損なわないよう周到な注意を払って適切に保存する必要があります。史跡

などの保存整備やガイダンス施設、駐車場・トイレ・見学通路等の整備は、学術的な調査や有識

者による検討を経た保存活用計画などに基づいて進める必要があります。 

地域の歴史文化遺産の環境美化やガイド活動に市民が参加し、歴史文化遺産を地域の力で

守り、伝える仕組みづくりが必要となっています。また、人口減少と少子高齢化に伴い民俗芸能の

後継者不足が深刻化しており、後継者育成などの保存継承や効果的な情報発信に努めるととも

に、映像記録化や古記録・音楽の採譜等調査と資料収集を計画的に進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針１７ 歴史文化遺産の保存継承と活用 

文化財保護法や八代市歴史文化基本構想等に基づき、歴史文化遺産を地域で守り、継承・活用

する仕組みづくりを推進します。 

【笠松橋（日本遺産構成文化財/市指定）】        【旧郡築新地甲号樋門（日本遺産構成文化財/国指定）】 

 

基本目標５  郷土の歴史文化遺産に親しめる環境を整えます 
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■主な施策 

（１）文化財の調査と保護 

①「文化財保護法」等に基づく各種の文化財調査を行い、重要なものについては指定や登録等による保

護とともに史跡等の計画的な環境整備を図ります。 

②２０２２年の八代城築城４００年を契機として、国史跡八代城跡群の整備に向けた基本計画の策定を進

めるなど、歴史・文化ゾーンの保存・活用事業に重点的に取り組みます。 

③埋蔵文化財の保護については、事前照会等により開発行為との両立を図るとともに調査成果や出土物

の公開を行うなど、保存と活用を進めます。 

（２）歴史文化遺産に親しめる環境の整備 

①歴史文化遺産に関する講座や史跡めぐりの開催、ガイドブックの刊行や案内板、標木等の整備により、

八代の歴史や文化財に、市民が親しめる環境づくりを行います。 

②ユネスコ無形文化遺産に登録された八代妙見祭を始めとする各地域の民俗文化財の保存継承と情報

発信につながる施設として開館した「お祭りでんでん館」を拠点に、郷土学習などに有効活用されるよう

な環境づくりを進めます。 

（３）歴史文化遺産を地域で継承する仕組みづくり 

①「八代を創造
た が や

した石工たちの軌跡」の日本遺産認定ストーリーを始めとする地域の歴史文化遺産を、

その周辺環境も含め、総合的に保存・活用していくための仕組みづくりを検討します。   

②「八代市歴史文化基本構想（平成３０年１２月策定）」などを踏まえ、各地域の歴史文化遺産の案内や

清掃活動に市民が積極的に参加することなどを通して歴史文化遺産を地域全体で守り、伝えるという

意識づくりや、祭りや民俗芸能の担い手となる後継者の育成などの地域おこしにつながる取組を支援し

ます。 

 

 

 

 

項 目 
参考 

(R１年度) 

現況 

(R２年度) 

目標 

(R７年度) 

指定及び国登録文化財件数（件） ２４０ ２４０ ２４２ 

出前講座・史跡めぐり参加者数（人） １７９ ２６ ２００ 

 

 

 

 

基本目標５ 郷土の歴史文化遺産に親しめる環境を整えます 

数値目標 
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■基本的考え方 

平成２８年４月に熊本地方を震度７の地震が二度にわたって襲い、本市においても３１名の死傷

者や 2,446 棟にのぼる住宅被害を始め、教育関係においても４７学校及び園、５箇所の学校給食

センター２０箇所の社会教育施設、２８件の指定文化財が被災しました。 

令和２年７月の豪雨では、坂本町において２４名の死傷者が発生し、住宅被害も４３０件にのぼ

りました。洪水流や土砂災害により、坂本町の各所で道路や橋梁が被災し、坂本町と八代市街地

を結ぶ幹線道路である国道２１９号を始めとして、多くの路線が一時的に通行不能となり、ＪＲ肥薩

線についても、復旧の見通しが立っていない状況です。 

このように甚大な被害を受け、八竜小学校や坂本中学校の施設においては直接的な被害はな

かったものの、学校へのアクセスが遮断され、坂本町での学校活動ができなくなりました。 

この二つの大きな災害を経験し、速やかな子どもたちの被害状況の把握、通学手段の確保、教

育活動再開までの子どもたちの学びの保障などが課題となっています。 

また、熊本県教育委員会の調査では、熊本地震から５年経過した今でも、心のケアを必要とす

る児童生徒が県内で７０３人いることや、５年経過した今新たに県内で２９８人の児童生徒（全体の

４２．４％）と心のケアを必要していることから、令和２年７月豪雨を経験した児童生徒の心のケアに

ついても同様に、長期継続した支援が必要です。 

再び災害が発生した場合でも、被害を最小限にとどめ、早急な復旧・復興が可能になるよう、八

代市国土強靭化地域計画や八代市地域防災計画に基づき、安全・安心な教育環境の整備や防

災教育、また、地域コミュニティの核となる自治公民館の再建支援などを行うとともに、災害から得

た教訓を次の世代に継承していくための取組が必要です。 

 

■主な施策 

（１）地震に対する取組 

①（再掲）学校施設の外壁や天井材、照明器具など非構造部材の耐震化について計画的に行い、施設

の安全性を高めます。 

（２）豪雨災害による被災地への支援と取組 

①校区外で避難生活を送っている児童生徒にも配慮し、スクールバスなどの通学手段を確保します。 

②熊本県教育委員会との連携によるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの派遣により、

基本方針１８ 災害からの復興推進・教訓の継承 

令和２年７月豪雨からの復興への取組を推進します。また、近年甚大な災害をもたらす自然災害

が増加傾向にあることを踏まえ、次世代を担う子どもたちへ平成２８年熊本地震や令和２年７月豪雨

などから得た教訓を継承していきます。 

基本目標６ 災害からの復興を進め教訓を継承します 
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子どもの心のケアを行います。 

③坂本町でおでかけ公民館講座や青少年体験事業の開催等、学びの機会を充実させ、賑わいの創出や

くらしの再生を図っていきます。 

④被災した自治公民館等、地域コミュニティの核となる施設の再建･整備を支援します。 

⑤老朽化が進む坂本町の社会教育センター（旧小学校）について、復興計画に沿った有効活用に向けて、

関係部署と連携した検討を行っていきます。 

⑥小中学校の教育現場等での体験学習に向けた検討や生涯学習としての取組を通じて、地域で行われ

ている祭りや伝統芸能の継承を支援します。 

（３）その他災害に対する取組 

①「学校安心メール」等の活用により様々な情報を配信・収集することで、速やかに子どもたちの被害

状況の把握を行います。 

②学校の臨時休業等でも子どもたちの学びを保障するため、ＥｄＴｅｃｈ推進計画に基づき、オンライ

ン授業の実施などＩＣＴを活用した学習のための環境整備を推進します。 

③（再掲）学校では、防災教育の充実や実践的な避難訓練等の実施により、マイタイムライン（一人一人の

避難行動をまとめた防災計画）の活用を行うなど自ら安全な行動がとれる子どもを育成します。 

④（再掲）学校では、防災主任を核として、家庭・地域と連携した防災の体制を構築し、学校防災マニュア

ルを作成・見直し（改善）するとともに、地域全体の危機管理意識の向上を図ります。 

⑤（再掲）学校施設の屋外トイレや屋外照明の整備や体育館等へのエアコンの整備等により、防災機能

の一層の強化を図り、学校施設の避難所機能の強化・充実に取り組みます。 

⑥（再掲）授業目的に応じた展示案内や博物館収蔵品を活用した出前講座、教職員の研修として地域

の歴史や災害の学習など、学校教育における郷土学習をサポートします。   

⑦浸水想定区域にある学校については、校務及び学校用のサーバーを２階以上に設置するなど、災害

発生時の被害を低減させる取組を行います。 

⑧平成２８年熊本地震や令和２年７月豪雨で被災した文化財等について、それぞれの文化財所有者と連

携して修復や保存活用の取組を進めます。 

 

 

項 目 
参考 

(R１年度) 

現況 

(R２年度) 

目標 

(R７年度) 

学校の電子データ（サーバー）の浸水対策実施率

（％） 
０ ０ １００ 

坂本町で開催した生涯学習講座等への参加者数

（人） 
１２２ ０ １４０ 

マイタイムライン（一人一人の避難行動をまとめた防

災計画）の作成率（％） 
０ ０ １００ 

基本目標６ 災害からの復興を進め教訓を継承します 

数値目標 
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任された

事務その他教育長の権限に属する事務(同条第３項の規定により事務局職員等に委任された事務

を含む。)を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告

書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

 

第６章 計画の推進に当たって 

 

１ 本市の他計画との一体的な推進 

本計画の推進に当たっては、「第２次八代市総合計画第２期基本計画（令和４年度～令

和７年度）」及び他の関連する計画と政策体系や指標の整合性を図りながら、一体的な推

進を図ります。 

 

２ ＰＤＣＡサイクルの推進 

本計画に掲げた施策や事業をより効率的で効果的に実施していくためには、計画の進捗

状況を点検・評価し、必要に応じて改善を図ることが重要です。そのため、本計画においては、

より効果的な教育施策の企画・立案などを行う観点や市民への説明責任を果たす観点から、

客観的な根拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ）に留意しつつ、分かりやすい指標を設定します。 

その指標を参考にしながら、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に基づ

き毎年実施する「教育に関する事務執行状況の点検・評価」により「企画（Ｐｌａｎ）➝実施（Ｄｏ）

➝評価（Ｃｈｅｃｋ）➝改善（Ａｃｔｉｏｎ）」というＰＤＣＡに基づくマネジメントサイクルを踏まえて、

点検・評価を行います。 

また、本計画を実効性のあるものにしていくために、教育に関して学識経験を有する方々

の知見の活用を図りながら、毎年度の点検・評価を通じて計画の進捗を管理・公表し、その

上で、社会経済の状況の必要に応じて施策・事業の見直しを行うなど、更なる施策の充実に

取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指標の設定 

施策の進捗状況を把握するため、以下のことに留意しながら指標を設定します。 

（１）指標は、設定した時点での水準等を踏まえて、施策の達成状況を把握するために適

切なものであり、かつ、既存の調査を利用するなど、学校等の負担にならないものを設

定しています。 

（２）計画の進捗状況の点検・評価に当たっては、指標の推移に加え、関連する情報も踏

まえ、多角的に評価します。 

（３）本計画の期間が４年間であることから、設定した指標が継続して確認できなくなった場

合などは、代替となる指標を設定することがあります。 
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４ ＳＤＧｓの実現に貢献する「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ※１）」の

推進 

持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）は、ＳＤＧｓの目標の一つに掲げられているだけでな

く、 

ＳＤＧｓの１７の全ての目標の達成に役立つものです。 

学習指導要領においても「持続可能な社会の創り手」となることができるようにするというＥ

ＳＤの理念が組み込まれており、本市においても、地球上で起きている様々な問題が自分の

生活に関係していることを一人一人が意識し、身近なところから行動を開始できるよう、ＥＳＤ

を推進していくこととしています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 連携・協働の推進 

少子化が急速に進み、国の社会構造に大きな変化を与える中、地方行政の中で子どもに対

する教育を優先して充実していくことが求められています。このような教育に対する社会の要請

や、教育行政を取り巻く社会状況の変化に対応するため、八代市の組織内はもとより、学校・家

庭・地域との連携・協働をより一層推進し、計画の実現に向けて取り組みます。 

ＳＤＧｓにおいても、「パートナーシップで目標を達成しよう」が掲げられており、ＳＤＧｓの考え方

も念頭に置きながら連携・協働を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

（用語解説） 

※１（再掲） ＥＳＤ：持続可能な社会の創り手を育む教育。気候変動、生物多様性の喪失等の人類の開発活動に起因する様々 
な地球規模の問題に対し、自らの問題として主体的に捉え、身近なところから取り組むことで、問題の解決につながる 
新たな価値観や行動等の変容をもたらし、持続可能な社会を実現していくことを目指して行う学習・教育活動。 
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指標一覧 

 

【基本方針１】幼児教育の充実 

指 標 名 参考値（Ｒ１） 現況値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

研究テーマを設定し、計画的に園内研修を実施し、
教育・保育内容の工夫改善に努めた園の割合（％） 

１００ １００ 
１００ 

を維持 

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」やスタートカ
リキュラム等を小学校と共有した幼稚園の割合
（％） 

― ５０ １００ 

 

【基本方針２】確かな学力の育成 

指 標 名 参考値（Ｒ１） 現況値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

熊本県全国学力・学習状況調査結果における標

準スコア（上段：小、下段：中） （平均値＝５０） 

５０ ５０．７ ５２．５ 

４８．１ ４８．８ ５１．０ 

目標読書冊数を達成した児童生徒の割合 

（上段：小、下段：中）（％） 

６７ ６５ ６９ 

３３．３ ３５ ３９ 

中学３年における英検３級相当を取得した割合

（％） 
１８ １５ ４４ 

キャリア・パスポートを活用している学校の割合

（％） 
― １００ 

１００ 

を維持 

 

【基本方針３】豊かな心の育成 

指 標 名 参考値（Ｒ１） 現況値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

全児童・生徒のうち新規不登校児童・生徒の占める

割合(％) 
１．１ １．４ １．２ 

いじめの解消した割合（％） ９５．７ ９９．５ １００ 

 

【基本方針４】健やかな体の育成 

指 標 名 参考値（Ｒ１） 現況値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果におけ

る全国平均以上の種目数 

（上段：小学５年生、下段：中学２年生） 

１０ ― １６ 

７ ― １８ 

 

【基本方針５】特別支援教育の推進 

指 標 名 参考値（Ｒ１） 現況値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

配慮を要する児童生徒において個別の教育支援計
画が作成された割合（％） 
（上段：通常学級、下段：特別支援学級） 

６４ ７０ ８０ 

１００ １００ 
１００ 

を維持 

個別の教育支援計画の引継ぎが行われた割合

（％） 
１００ １００ 

１００ 

を維持 

 

【基本方針６】９年間を見通した「八代型小中一貫・連携教育」の推進 

指 標 名 参考値（Ｒ１） 現況値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

「中学生になるのは楽しみですか」項目の割合（％） ８４．５ ８１．４ ８５ 
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【基本方針７】教職員の資質・指導力の向上 

指 標 名 参考値（Ｒ１） 現況値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

勤務時間外在校等時間が月４５時間以上の教職

員の割合（％） 
３７．３ ３７．１ 

０％に向け前年

度より減少 

「昨年度と比べ、子供たちと向き合う時間が増えたと思う」

と回答した教職員の割合（％） 
３５．０ ３７．０ 

８０％に向け

前年度より増加 

 

【基本方針８】学びを支える教育環境の整備 

指 標 名 参考値（Ｒ１） 現況値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

学校情報化優良校の認定校の割合（％） ０ ０ １００ 

教師用ノートパソコンのタブレット端末への入替率

（％） 
０ ０ １００ 

特別教室、少人数学級への大型提示装置とアクセ

スポイントの整備率（％） 
０ ０ １００ 

 

【基本方針９】安全・安心な学校づくりの推進 

指 標 名 参考値（Ｒ１） 現況値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

非構造部材である外壁の点検実施率（％） ０ １１．１ １００．０ 

小中学校トイレの洋便器率（％） ４０．６ ４１．０ ６６．９ 

 

【基本方針１０】学校・家庭・地域の連携・協働 

指 標 名 参考値（Ｒ１） 現況値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

地域学校協働活動カバー率（％） ２５ ７１ １００ 

地域学校協働活動ボランティア数（人） １，６０９ ２，６１７ ５，０００ 

人材ボランティア登録者数（人） ０ １０ ３０ 

 

【基本方針１１】家庭における教育力の向上 

指 標 名 参考値（Ｒ１） 現況値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

家庭教育について学んだ園・学校の割合（％） ６８．６ ５１．９ ７０．０ 

市が開催する研修会等の参加者数（人） １４９ ― ２００ 

 

【基本方針１２】地域における教育力の向上 

指 標 名 参考値（Ｒ１） 現況値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

まなびフェスタ来場者数（人） １，２６６ ― １，３００ 

まなびフェスタ参加団体数（ステージ発表・展示・体

験等）（団体） 
２６ ― ２８ 

 

【基本方針１３】生涯を通じた学習活動の推進 

指 標 名 参考値（Ｒ１） 現況値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

親の学びトレーナー登録者の割合（％） １００ １００ １００ 

八代市公民館利用者数（人） ４１，７０６ １１，６６１ ４０，０００ 

受講者満足度（％） ９８．２ ９４．５ ９７ 
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リカレント教育に関する講座等への参加者数（人） ０ ０ ２７０ 

デジタル社会実現に向けた講座等への参加者数

（人） 
９４ ８０ ２７０ 

生涯学習指導者名簿登録者数（人） ９１ ８５ ９３ 

  

【基本方針１４】人を育む図書館づくりの推進 

指 標 名 参考値（Ｒ１） 現況値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

図書館来館者数（人） ５８４，１７０ ３６４，１５５ ５５０，０００ 

図書館貸出冊数（冊） ５０５，２５７ ３４４，３２７ ５３０，０００ 

図書館新規登録者数（人） １，７０５ ８０４ １，８００ 

ブックスタート配付率（％） ０ ９７．０ １００．０ 

おはなし会参加者数（人） ４，６６４ ３４１ ４，８００ 

電子図書利用者数（人） ９８５ ３，７９９ ５，５００ 

図書館講座参加者数（人） ９４３ ２９３ ９８０ 

 

【基本方針１５】文化の継承と創造に貢献する博物館づくり 

指 標 名 参考値（Ｒ１） 現況値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

博物館入館者数（人） ２６，６６７ ８，９９５ ２５，０００ 

特別展アンケートに満足と回答した人の割合（％） ９４ ９６ ９４ 

新たに収蔵した資料・作品数（件） ６ ９ １０ 

学校利用数（教職員研修、児童生徒見学、出前講

座等）（件） 
３０ ２８ ３０ 

講座・講演会等実施数（回） ２１ ４ ３０ 

収蔵品活用（貸出、閲覧、掲載等）数（件） ２８ ２４ ３０ 

 

【基本方針１６】社会教育施設の整備 

指 標 名 参考値（Ｒ１） 現況値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

ＩＣチップ導入冊数（図書館）（冊） ０ ０ ５０，０００ 

博物館施設の機能維持に必要な改修工事の実施
率（％） 

０ ０ １００ 

 

【基本方針１７】歴史・文化の保存継承と活用 

指 標 名 参考値（Ｒ１） 現況値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

指定及び国登録文化財件数（件） ２４０ ２４０ ２４２ 

出前講座・史跡めぐり参加者数（人） １７９ ２６ ２００ 

 

【基本方針１８】災害からの復興推進・教訓の継承 

指 標 名 参考値（Ｒ１） 現況値（Ｒ２） 目標値（Ｒ７） 

学校の電子データ（サーバー）の浸水対策実施率（％） ０ 0 １００ 

坂本町で開催した生涯学習講座等への参加者数（人） １２２ ０ １４０ 

マイタイムライン（一人一人の避難行動をまとめた防

災計画）の作成率（％） 
０ ０ １００ 
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八代市教育振興基本計画策定委員会委員名簿 

 

NO 区 分 役 職 氏 名 備考 

1 

学識経験者 

大学教授等 田中  一 
熊本高等専門学校

副校長 

2 大学教授等 坂本 哲朗 
中九州短期大学 

副学長 

3 

学校の長 

市立小学校校長会 園田 良次 
会長 

八千把小学校長 

4 市立中学校校長会 1沖村 巧 
会長 

第四中学校長 

5 市立幼稚園園長会 桑原 直美 
会長 

代陽幼稚園長 

6 市立特別支援学校校長 東田 倫明 八代支援学校長 

7 保護者 市ＰＴＡ連絡協議会 1松本 啓佑 会長 

8 

地域住民 

市社会教育委員 1薄田 眞治 委員長 

9 市地域協議会連絡会議 德田 武治 会長 

10 市地域婦人会連絡協議会 三栗野 惠美子 会長 
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第３期八代市教育振興基本計画の策定経過 

 

年月日 会議等 内 容 

令和 3 年 5 月 19 日 
第１回検討部会 

プロジェクトチーム会議 

第３期八代市教育振興基本計画策定作業を進めるに

当たって 

令和 3 年 5 月 26 日 教育委員会５月定例会 第３期八代市教育振興基本計画策定について 

令和 3 年 6 月 4 日 
第２回検討部会 

プロジェクトチーム会議 

第３期八代市教育振興基本計画基本目標体系案につ

いて 

令和 3 年 6 月 25 日 
第３回検討部会 

プロジェクトチーム会議 
第３期八代市教育振興基本計画事務局案について 

令和 3 年 7 月 15 日 
第４回検討部会 

プロジェクトチーム会議 
第３期八代市教育振興基本計画事務局案について 

令和 3 年 8 月 2 日 
第５回検討部会 

プロジェクトチーム会議 

第３期八代市教育振興基本計画プロジェクトチーム

案について 

令和 3 年 8 月 17 日 第１回検討部会 
第３期八代市教育振興基本計画 

プロジェクトチーム案について 

令和 3 年 9 月 27 日 
第６回検討部会 

プロジェクトチーム会議 
第３期八代市教育振興基本計画（素案）について 

令和 3 年 10 月 1 日 第１回策定委員会 
委員長選任・副委員長決定 

教育振興基本計画の概要・策定作業進捗状況説明 

令和 3 年 10 月 14 日 
第７回検討部会 

プロジェクトチーム会議 
第３期八代市教育振興基本計画（素案）について 

令和 3 年 10 月 20 日 第２回検討部会 第３期八代市教育振興基本計画（素案）について 

令和 3 年 11 月 4 日 第２回策定委員会 第３期八代市教育振興基本計画（素案）について 

令和 3 年 11 月 18 日 教育委員会１１月定例会 第３期八代市教育振興基本計画（素案）について 

令和 3 年 11 月 30 日 第３回策定委員会 第３期八代市教育振興基本計画（素案）について 

令和 3 年 12 月 14 日 12 月議会文教福祉委員会 
所管事務調査 第３期八代市教育振興基本計画（素

案）について 

令和 3 年 12 月 22 日 教育委員会１２月定例会 第３期八代市教育振興基本計画（素案）について 

令和 4 年 1 月 13 日 次長会 第３期八代市教育振興基本計画（素案）について 

令和 4 年 1 月 31 日 政策会議 第３期八代市教育振興基本計画（案）について 

令和 4 年 2 月 2 日～

15 日 
パブリックコメント 

第３期八代市教育振興基本計画（案）についての意

見募集 

令和 4 年 2 月 25 日 
第４回策定委員会 

（書面審議） 

第４回八代市教育振興基本計画策定委員会の書面審

議について 

令和 4 年 3 月 14 日 3 月議会文教福祉委員会 
所管事務調査 第３期八代市教育振興基本計画

（案）に対するパブコメ結果について 

令和 4 年 3 月 28 日 教育委員会３月定例会 第３期八代市教育振興基本計画（案）について 
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